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建設経済常任委員会 

令和７年１１月２８日（金曜日）午前１１時００分開会 

 

出席委員（７名） 

委 員 長 田 村 正 宏 副 委 員 長 堤   正 明 

委 員 戸 張 靖 久 委 員 小 出 浩 美 

委 員 三本木 直 人 委 員 室 井 孝 幸 

委 員 松 田 寛 人   

 

欠席委員（１名） 

委 員 森 本 彰 伸   

 

紹介議員（なし） 

 

出席議会事務局職員 

書 記 高 橋 達 彦   

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．協議事項 

    ⑴１２月定例会議における委員会の運営（付託予定議案、日程等）について 

    ⑵その他 

  ３．その他 

  ４．閉 会 
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開会 午前１１時００分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○田村委員長 それでは、ただいまから建設経済常

任委員会を開会いたします。 

  協議事項は次第のとおりです。 

  委員各位におかれましては、円滑な進行への御

協力をお願い申し上げまして挨拶といたします。 

  着座にて進めたいと思います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎協議事項 

○田村委員長 それでは、次第２、協議事項に入り

ます。 

  12月定例会議における委員会の運営について。 

  初めに、12月定例会議における委員会の運営に

ついてを議題といたします。 

  事務局から説明をお願いいたします。 

○高橋書記 （12月定例会議における委員会の運営

について説明。） 

○田村委員長 はい、分かりました。 

  今、お話があったとおり、陳情について、参考

人として陳情者をお呼びするかどうかということ

ですが、当然お呼びしたほうがいいというふうに

私は思いますけれども、御意見はございますか。 

○室井委員 私も、以前、商工会青年部で祭りの花

火大会の実行委員をやっていたこともあるんです

が、今地元の商工会青年部、それから、ＪＣの２

団体でやっている活動なんですが、２年に１度の

花火大会、ぶっちゃけ、市から290幾ら、大体300

万円をいつも頂いているんですが、それだと那須

塩原市内に折り込み広告を入れるお金にも足らな

いんですよ。もう正直本当に、今は警備だ何だに

お金を使うようになって大変なので、もうこの気

持ちは分かるなというところなんですけれども。 

○田村委員長 呼んで、現場というか、当事者から

お話を当然聞いたほうがいいと思うので、そうい

う方向でよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 じゃ、呼ぶことにしたいと思います。 

  あと、執行部から説明を受けたほうがいいかど

うかというお話ですけれども、それはいかがでし

ょうか。御意見があれば。呼んだほうがいいです

ね。 

〔「一緒にもしできれば」と言う人あり〕 

○田村委員長 じゃ、執行部からも説明というか、

意見を聞くというか、質疑をしっかりというふう

に思いますので、呼ぶことといたします。 

○高橋書記 もう一点、陳情に関しての部分なんで

すけれども、審査から採決に至るまでの部分なん

ですけれども、今回、整理したいところとしまし

て、参考人を招致した日、その日のうちに陳情に

関する採択・不採択を出すか、あるいは、ちょっ

と皆様で考えを整理する時間を設けるという形で、

翌日に採択・不採択の時間を改めて設けるか、そ

の点、現段階でもし意見等あればお考えいただけ

ればと思います。 

○田村委員長 今、言われたとおり、採択をどのタ

イミングでするかということですけれども、当日

その場でするか、１日考えてするかですが、意見

はございますか。 

○三本木委員 次の日また集まりを持つということ

ですか。 

○田村委員長 その場合はそうなります。 

  個人的には、その場でしっかり審議した上で、

間を置かずにしてもいいんじゃないかと思います。 

〔「そうですね。私もそう思いますが」と

言う人あり〕 

○三本木委員 じゃ、ちょっと外れるかもしれない
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けれども、ざっくりと言って、俺なんかの感想を

言うと、どこだって欲しいんだよ金、正直言って。

うちらのお祭りだって３万円しかもらってない。

洗濯代にも足らないんだ。これを言ったら、みん

なそういうことになってくると思うんだけれども、

その理屈をどういうふうにつけるんだか。切りが

ないんだ。どこの団体だってみんな欲しいんだよ。

分かっているだろう。 

○田村委員長 だから、そういう陳情がこれからも

どんどん出てきますよね。 

○三本木委員 それで、こっちに出して、こっちは

増やさないというわけにはいかないと思うし。 

○田村委員長 妥当性を我々で判断して。どうかと。 

○三本木委員 多分、自分に関わりがあるところは、

それは分かっているから、出してやれというのは

あるけれども、取り留めなくなると思うよ、俺は。 

○田村委員長 では、その日でということで異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○高橋書記 （所管事務調査について説明。） 

○田村委員長 今、御説明があったとおりです。所

管事務調査が２課ですか、カーボンニュートラル

課と建築指導課の説明を受けると。これをいつす

るかという話ですけれども、当日時間があれば、

当日というのは10日です。10日の初日の日にする。

もし時間がなければ、翌日の陳情審査の後ですね。

当然どっちかになるかと思いますが、そういう方

向でよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○田村委員長 じゃ、そういたします。 

  あと、那須地域環境対策連絡協議会との意見交

換、これは３日目の12日金曜日の午後に実施した

いというふうに、相手があることなので、多分先

方はそのつもりでいるんだと思うんですけれども、

それが３日目の午後ということで、異議ありませ

んか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○田村委員長 じゃ、そういうことで。 

○三本木委員 いいですか。 

  この団体というは、どんな人が来るんですか。 

○高橋書記 昨年の出席者名簿のほうを今、皆さん

のほうに共有いたします。 

  あくまで昨年なんで、メンバーの入替え等はあ

るかもしれないですが、今回も橋本自治会長から

話がきている状況です。執行部のほうは、サーキ

ュラーエコノミー課のほうですね、そちらにも話

がきているという状況です。 

  これから、どういった内容について意見交換会

をしたいかということは改めて確認するんですが、

一応これは昨年のものになりますので、こちらも

御参考に見ていただければと思います。 

  その辺を私と執行部と先方のほうで詰めまして、

内容が確定次第、皆様に情報共有したいと考えて

おりますので、こちらのほうお願いいたします。 

○田村委員長 そういうことです。 

  今回は、堤さんが質問する管理型の処分場の話

なんかが出てくるんだろうね、きっと。 

〔「多分出てくるでしょうね」と言う人あ

り〕 

○田村委員長 そういうことで、じゃ、12日の午後

にしたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

  あと、それ以外で所管事務調査をする日という

のは、その３日間以外でもいいんだっけ。 

〔「段取りがつけば大丈夫です」と言う人

あり〕 

○田村委員長 分かりました。 

  管内で、今は全く別ですけれども、我々委員会

として、どっか見ておきたいとかいうところがあ

れば行きたいと思うというか、どうですか。何か
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御意見はありますか。 

  一つ、ちょっと私が思ったのは、今回堤さんが

質問する蛇尾川のところにできるものすごいでか

い管理型の最終処分場というのが今計画されてい

るみたいなんだけれども、栃木県では那珂川町に

県の管理型の最終処分場というのが、２年ぐらい

前に完成して稼働しているんですけれども、そこ

は県の施設だと思うんだけれども、今後いろいろ

こういう話もあるし、参考になるのかなと思って。

まだ分かんないですけれども、個人的には、もし

行けたら、皆さんと視察をしてみたいというふう

に思いますが、いかがでしょうか。 

〔「いいじゃないですかね」と言う人あ

り〕 

○田村委員長 ただ、ちょっと日にちと、相手方が

あるので、その辺はもし可能であれば、近いし。 

〔「うちの最終処分場は見に行ったんです

か」と言う人あり〕 

○田村委員長 何か、不法投棄とかというのはあれ

したんでしたっけ。 

〔「前にありました」と言う人あり〕 

○堤副委員長 管理型の処分場というのは、なかな

かないということでしょう。 

○田村委員長 那須塩原には、今回これが初めてだ

と思います。できるのは。 

○堤副委員長 那珂川町は、これは県だけれども、

一般のごみの最終処分場、産廃ではない。 

○田村委員長 産廃じゃないからそうでしょうね。 

○堤副委員長 一般ごみの最終処分場。西岩崎も一

般処理の最終処分場なんだけれども、管理型では

ないという。 

○室井委員 管理型というのは何が違うんですか。 

○田村委員長 施設が全然違うというか、金かけて

がっちりしたやつ。 

○三本木委員 そうすると、県内のやつはそこが処

分しているということですね。 

○田村委員長 那珂川町はそうですよ。 

○三本木委員 那珂川町のだけじゃなくて。 

○田村委員長 那珂川町は県内のだと思います。 

○三本木委員 県内の全部。 

○田村委員長 そこはもう全く関係ないです。民間

でやっているから、どっから持って来るか分かん

ない。 

○堤副委員長 産廃はもう制限なしなんです。どこ

からでも持ってこられる、県の条例では。 

○松田委員 高林地区とか、みんな説明会あったで

しょう。 

○室井委員 あったんですかね。 

○松田委員 ありました。 

○堤副委員長 僕は行かなかったんだけれども、高

林公民館と、あとハロープラザで、２回住民説明

会が、今回の産廃の新施設。 

○三本木委員 いつ頃あったんだい。 

○松田委員 11月のいつだっけな。２回目は、本当

に最近ですよ。 

○三本木委員 着工はいつするんだい。 

○堤副委員長 着工というか、これは計画説明なの

で、実際に事業開始は６年後とか７年後なんです。

そこから14年間、事業をやるというような。 

  19万㎡という、東京ドームの何個分に当たるの

か。 

○三本木委員 ４個分、５個分、20町歩ぐらい。 

○堤副委員長 ちょうど20町歩ぐらい。おまけに蛇

尾川に隣接しているもんで、そこが何ぼ管理型で

しっかり造っても、災害が起きたときに壊れる可

能性もあるもんで、そうすると、蛇尾川の水が大

田原の水道なんかへ影響するかも分からんという。 

○田村委員長 そういうことも踏まえて、我々もい

ろいろ知っておくことが大切だと思うんで、ぜひ

県の施設、見学できるようであれば、どこかで日
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程を調整して設けたいと思いますが、よろしいで

しょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○高橋書記 確認ですが、那珂川町の管理型の最終

処分場、管外ですかね、一応視察という形でやる

ということで、日程については、12月定例会期中

の中で調整という形でよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○高橋書記 かしこまりました。じゃ、そちらで聞

きます。 

○田村委員長 そのほか意見はありますでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 ないようであれば、12月定例会議に

おける委員会の付託による審査の運営については、

次第案のとおり審査を行うことで異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないようなので、付託議案の

審査日程及び審査順は次第案のとおりといたしま

す。 

  次に、次第⑵その他を議題といたします。 

  協議事項として２つございます。 

  事務局から説明お願いします。 

○高橋書記 （委員会テーマに関する中間報告につ

いて説明。） 

○田村委員長 説明が終わりました。 

  まず、中間報告ということで、これは……決め

られたスケジュール。 

○高橋書記 一応、今は案ということで、これから

決まります。 

○田村委員長 ２年間待たずに年次ごとに、中間報

告したほうがいいということで、するべきだと思

うんだが、我々のテーマは、いわゆる１つは農業

の持続可能性ということと、もう１つが…… 

  これで２つなんですけれども、農業に関しては

報告する事項としては、この間、議会報告会、農

業者の方から様々な意見もお伺いをしたりもして

いるし、一般質問なんかで農業に関してされた方

は今回はいなかったかな、それはいいとして、そ

んなことをまとめて中間報告……できるかと思い

ます。 

○高橋書記 よろしいですか。 

  もう一個のテーマが、人口減少時代のインフラ

維持・更新等コンパクトシティの推進ということ

で、結構幅広いテーマになっているかなと思うん

です。こちらを絞るかどうかなど考えいただけれ

ばと思います。 

○三本木委員 もう少しゆっくり言って。 

○高橋書記 人口減少時代のインフラ維持・更新等

コンパクトシティの推進。 

○田村委員長 ちょっと幅広いんだけれども、例え

ばこれは富山のコンパクトシティの取組だったり、

あと栃木市も絡めれば、ああいうまちづくりであ

ったり、いろいろこの間、委員会としてもしたり

もしているので、中間報告はそれなりにしっかり

したものができればと思うんですけれども、11日

の所管事務調査の後にやるか、ほかにまた別に日

を設けるかという……こと。 

○高橋書記 そうですね。 

  まず、テーマについてこのままの案で進めよう

ということであれば、今回特段の協議は必要ない

かなというところがあります。 

  もう一点、中間報告の様式も、今お示しした内

容でいいということであれば、特段協議していた

だく必要はございませんので、こちらについて、

もし何かあればというところであります。 

○田村委員長 この２つのテーマ、これは当然変え

る必要はないと思うし、もし、何か追加するのも

可能なんだよね。 

  例えば、今の廃棄物の話なんかもテーマとして
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は加えられるかと思うんだけれども、取りあえず、

今回はこの２つに関して中間報告をまとめるとい

うことでいいですか。異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○小出委員 コンパクトシティというのは、何か非

常に難しいと思うんです、やっぱり実際は。だっ

て那須塩原というのは、結局、黒磯だったら、高

林、鍋掛とかもろもろあって、もともと大田原み

たいに城下町でどんとお城がそこにあったわけじ

ゃないので、ここでコンパクトシティというのは、

どこにまとめるのかというところが難しいと思う

んで。 

○田村委員長 那須塩原は、多極ネット型コンパク

トシティだよというのをキャンペーンしているの

で、それはそれで、その４つを１つにまとめると

いうことは現実的じゃないんで、那須塩原が進め

る多極ネット型コンパクトシティに対して、我々

の討論はなかなか参考にはならないかもしれない

けれども、いろいろ独自の……。 

○小出委員 何か、４つも厳しいような気がするん

ですけれども、実際は。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 この面積を維持して、インフラ整備

していくというのは、相当金かかってくる。 

○田村委員長 そうするとまた、新庁舎はどうする

かとか。 

○三本木委員 中山間地から若者がどんどんこっち

へ下がってきて、年寄りばかり。農業問題もそう

なんです。中山間地をどうするかと。場合によっ

ては、こっちに集めて、仕事だけ向こうに行くと

か。全部維持するというのは、これからどうやっ

ても無理だよね。人口減少で、要するに税金が上

がってこないということだべ。 

○田村委員長 だから、我々は那須塩原市の地域特

性を踏まえて、どんな提案ができるかと。 

○三本木委員 どんな形で守れるかと、壮大な話に

なっちゃうけれども。 

○田村委員長 だから、そういうことの提言につな

げる。そしていいところばかり言ってもしょうが

ないので。 

○三本木委員 だって、無理なんだから、何か変え

なくちゃ駄目だ。 

○田村委員長 取りあえずは、このままのテーマで。 

○三本木委員 人口減少、これインフラ整備をする

のは大変だ。壮大になる。 

○田村委員長 じゃ、特に改めてやらなくていいと

いうことですか。 

○高橋書記 はい。 

○田村委員長 分かりました。 

  それでは、12月の定例会議における委員会の付

託議案審査の運営については、次第のとおり審査

を行うことで、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないようなので、付託議案の

審査日程及び審査順は、次第案のとおりといたし

ます。 

  続いて、皆様から何かございますか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 それでは、３、その他に移ります。 

  委員の皆様から、何かございますか。何でもい

いですけれども、全体を通してというか、いいで

すか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 続いて、事務局から何かございます

か。 

○高橋書記 （事務連絡。） 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 
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○田村委員長 では、以上をもちまして、本日の建

設経済常任委員会を閉会いたします。 

   

お疲れさまでした。 

 

閉会 午前１１時２７分 
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建設経済常任委員会及び予算常任委員会（第三分科会） 

 

令和７年１２月１０日（水曜日）午前９時５８分開会 

 

出席委員（８名） 

委 員 長 田 村 正 宏 副 委 員 長 堤   正 明 
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商工振興課長 江 面 史 彦 
商工振興課長 
補 佐 兼 
商 業 係 長 

渡 邉 純 子 
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工 業 係 長 渋 谷 亮 介 
ツーリズム 
推 進 課 長 

和 氣 広 美 

ツーリズム 
推 進 課 長 
補 佐 兼 
観光施設係長 
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保全管理課長 君 島   隆 
保全管理課長 
補 佐 兼 
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補佐兼黒磯 
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係 長 

清 水 智 尚 

 

出席議会事務局職員 

書 記 高 橋 達 彦   

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．審査事項 

   〔上下水道部〕 

    ・上下水道部長挨拶 

   〔管理課・整備課〕 

    予算常任委員会（第三分科会） 

    ・議案第９１号 令和７年度那須塩原市水道事業会計補正予算（第３号） 

    ・議案第９２号 令和７年度那須塩原市下水道事業会計補正予算（第３号） 

   〔市民生活部〕 

    ・市民生活部長挨拶 

   〔交通防犯課〕 

    予算常任委員会（第三分科会） 
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    ・議案第８６号 令和７年度那須塩原市一般会計補正予算（第７号） 

   〔産業観光部〕 

    ・産業観光部長挨拶 

   〔農務畜産課〕 

    予算常任委員会（第三分科会） 

    ・議案第８６号 令和７年度那須塩原市一般会計補正予算（第７号） 

   〔商工振興課〕 

    予算常任委員会（第三分科会） 

    ・議案第８６号 令和７年度那須塩原市一般会計補正予算（第７号） 

   〔ツーリズム推進課〕 

    ・議案第８５号 那須塩原市塩原温泉天皇の間記念公園条例の一部改正について 

    ・議案第９６号 公の施設の指定管理者の指定について 

    予算常任委員会（第三分科会） 

    ・議案第８６号 令和７年度那須塩原市一般会計補正予算（第７号） 

    ・議案第９０号 令和７年度那須塩原市温泉事業特別会計補正予算（第２号） 

   〔建設部〕 

    ・建設部長挨拶 

   〔保全管理課〕 

    ・議案第９９号 市道路線の認定について 

    予算常任委員会（第三分科会） 

    ・議案第８６号 令和７年度那須塩原市一般会計補正予算（第７号） 

   〔環境戦略部〕 

    ・環境戦略部長挨拶 

   〔カーボンニュートラル課〕 

    予算常任委員会（第三分科会） 

    ・議案第８６号 令和７年度那須塩原市一般会計補正予算（第７号） 

  ３．その他 

  ４．閉 会 
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開会 午前 ９時５８分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○田村委員長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまから12月定例会議の建設経済常任委員

会及び予算常任委員会（第三分科会）を開会いた

します。 

  ただいまの出席委員は８名です。 

  委員の皆様には、異議なしなどの意思表示をは

っきりしていただくことと明瞭な質疑をしていた

だくようお願いいたします。 

  審査の日程及び審査順は、次第のとおりとしま

す。 

  今定例会議におきまして、当委員会が審査すべ

き案件は、条例の一部改正案件と他２件の合計３

件であります。 

  予算常任委員会付託案件のうち当分科会で審査

する案件は、補正予算案件の４件であります。予

算に関する案件につきましては、関係所管課のと

ころで随時、分科会に切り替えて審査を行います。 

  委員各位におかれましては、慎重なる審査とと

もに円滑な進行への御協力をお願い申し上げまし

て、挨拶といたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎上下水道部の審査 

○田村委員長 それでは、次第２、審査事項に入り

ます。 

  まず、上下水道部の審査に入ります。 

  初めに、上下水道部長から御挨拶をお願いいた

します。 

  部長。 

○増子上下水道部長 （挨拶。） 

○田村委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎管理課・整備課の審査 

○田村委員長 管理課・整備課の審査については関

連がありますので、２課同時に審査することとい

たします。 

  ただいまから管理課・整備課の審査に入ります。 

  管理課・整備課の皆さん、お疲れさまです。 

  上下水道部については、建設経済常任委員会に

対する付託案件がありませんので、建設経済常任

委員会を予算常任委員会（第三分科会）に切り替

えて審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９１号の説明、質疑、議

員間討議、討論、採決 

○田村委員長 それでは、議案第91号 令和７年度

那須塩原市水道事業会計補正予算（第３号）を議

題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  管理課長。 

○三輪管理課長 （議案第91号について説明。） 

○田村委員長 整備課長。 

○君島整備課長 （議案第91号について説明。） 

○三輪管理課長 （議案第91号について説明。） 

○田村委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  整備課長。 

○君島整備課長 一応訂正、冒頭のほうで言いまし

た、令和４年４月の工事発注者と申し上げたんで

すが、令和７年４月、今年度４月分の工事受注者

との協議に基づき、そのスライドのほうというこ
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とで、令和７年ということで訂正させていただき

ます。 

○田村委員長 質疑はありますか。三本木委員。 

○三本木委員 ちょっと内容があまり把握できてい

ないかもしれないんだけれども、単純に補正前、

令和８年度３億6,850万が補正後は５億4,000万と

いう、40％以上上がっちゃうんだけれどもね。そ

うすると、さっきの労務費12％、コンクリートの

原材料が30から40％、相当高くなっているなとい

う気がするんですけれども、その辺に関してその

理由というか、もう一回詳しく。 

○田村委員長 整備課長。 

○君島整備課長 先ほどもちょっと説明した中で、

工事発注が令和５年度の契約になりますので、そ

れ以降、物価と人件費等もろもろが当然上がりま

して、それがスライド条項という、単価スライド

とか物価上昇に伴い、当然、請負者というか、業

者のほうに見てあげるというものでありまして、

そちらが先ほど言いました中でインフレスライド

で１億410万ということでありまして、単価スラ

イドといいますのは、主に生コンクリートの部分

は3,100万ということで、それだけで１億3,000万

が増えている。大きなものとしてはそういう部分

が増額になっております。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 インフレスライドだか、物価高だか

らあれだか当然上がるんですけれども、さっき言

った労務費が12％上昇、コンクリのほうが30から

40％と、この数字だけ見ると四十数％上がるとい

うことだよね、これね。内容の変更。 

○田村委員長 整備課長。 

○君島整備課長 あと、その次にちょっと説明した

分で、施工面の変更によるもの、ちょっとすみま

せん、説明が漏れていました。 

  今現在、施工中の施設、急速ろ過池槽とか、場

内配管ですね、場内の配管部分におきまして、既

存施設のほうの養生とか支障物の撤去、既設のも

のの撤去とか、そういうものもあったり、交通誘

導員が増えたということで、そちらのほうが１億

4,118万円の増額ということが別途、先ほど言い

ましたインフレスライドに１億4,000万ちょっと、

あと単品スライドが300万、そのほかに今言った

支障物の撤去とかガードマンのほうで１億4,000

万、２億8,000万ぐらいが費用に見込まれている

ということになります。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 その工事変更、内容というのかな、

それは当初見込んでいなかったものが生まれたと

いう解釈でいいんですか。当初想定されなかった

ものが新たに出てきたと。 

○田村委員長 整備課長。 

○君島整備課長 今、前段に言いましたインフレと

それはもともと見ていたんですけれども、後段の

施工のほうの変更という部分は、これは地下埋設

部分があるものもありますので、工事の中でやは

りどうしても既設管のもともとの埋設状態がはっ

きりしない部分があるので、試掘しながら全部配

管を変更するとか、そういうものもありますので、

そういう部分の変更もございます。 

○三本木委員 了解です。 

○田村委員長 小出委員。 

○小出委員 参考までにお聞きしたいんですけれど

も、物価スライドの人件費十何％という話で、そ

の数字の根拠というものは、何を基にその10％と

決めているのかというところなんですよね。多分、

業者さんの言い値とこっちもある程度の数字を持

って、協議して10％というふうにしたと思うんで

すけれども、その10％となった根拠、それをお聞

きしたいんですが。 

○田村委員長 係長。 
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○佐藤水道施設係長 そのスライドなんですけれど

も、今年の４月に協議がありまして、協議があっ

てから14日以内に基準日というものがあって、そ

の基準日が当初の令和５年の６月に労務単価を積

算しているんですけれども、うちのほうで持って

いる県の資材単価の緊急費を適用しまして、業者

から上がってきた金額が妥当かというのを設計単

価に置き換えて、その結果をまた業者と協議して、

うちらはこの基準でしか支払えないということで、

うちの基準に合わせてスライド額を算出している

ということになります。 

○田村委員長 小出委員。 

○小出委員 じゃ、算出するときは、公共単価と言

われるものではじいているんですか。それで全部

適用するんですかね。ものによっては、公共単価

でなかなかなくて、例えば業者見積りとか、そう

いうふうにやるところもあると思うんですけれど

も、今回のスライドというのは、あくまで公共単

価を基にはじいたということでいいんですか。 

○田村委員長 はい。 

○佐藤水道施設係長 その資材単価にないものにつ

いては、設計時点で見積りを取った資材とかがあ

ったら、それを聴取しまして、それを基に積算し

ます。 

○小出委員 じゃ、公共単価と見積りで決めたとい

うことでしょうか。 

○佐藤水道施設係長 はい。 

○田村委員長 発言は挙手の上でお願いします。 

○小出委員 すみません、分かりました。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 追加の工事とかも入ってきたというこ

となんですけれども、今後のことを言うのもあれ

なんですけれども、この予算の中で工期的なもの

というのは、変更は出ないという理解でよろしい

ですか。 

○田村委員長 係長。 

○佐藤水道施設係長 現時点なんですけれども、当

初見込んでいた令和９年３月10日工期ということ

で、終わる予定でございます。 

○田村委員長 そのほか質疑は。 

  副委員長。 

○堤副委員長 事業名が鳥野目浄水場更新土木建築

工事ということで、これは当然契約をされて、今

走っているという段階かと思うんですけれども、

この契約内容の中に、こういうふうに物価スライ

ドがあったときに、やはり継続費なんかを補正で

出るというか、そういうふうにうたってあるとい

うことでよろしいですか。 

○田村委員長 係長。 

○佐藤水道施設係長 工事の契約書自体にこの賃金

とか物価水準の変動に対して対応するという記載

がありまして、それに基づいて行うものになりま

す。 

○田村委員長 副委員長。 

○堤副委員長 変動の余地があって、それはうたっ

てあるということですけれども、上限はうたって

あるんですか。 

○田村委員長 係長。 

○佐藤水道施設係長 特に上限は設けていないと思

います。 

○田村委員長 副委員長。 

○堤副委員長 ということは、新庁舎の話だと、市

況を見ないで予算を増額したという話もあったも

のですから、今回は物価スライド、あるいはイン

フレのスライドというのを加味してやったという

ことなんだけれども、じゃ今後もまた変更が出る

という可能性もあるということでよろしいですか

ね。 

○田村委員長 係長。 

○佐藤水道施設係長 物価スライドって、今回、イ
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ンフレスライドというのを適用してるんですけれ

ども、一度請求が上がりますと、１年経過しない

と再度請求はできないということになります。今

回、インフレスライドを適用したのも、令和７年

４月を基準日にしているんですけれども、それ以

降の残工事についてスライドということになりま

すので、それから来年度、またインフレスライド

の請求が上がったとしますと、その残工事がどん

どん減っていきますので、スライドの対象となる

ものも減っていくという考えです。 

○田村委員長 ほかはよろしいでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第91号 令和７年度那須塩原市水道事業会

計補正予算（第３号）は、原案のとおり可決すべ

きものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第91号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９２号の説明、質疑、議

員間討議、討論、採決 

○田村委員長 次に、議案第92号 令和７年度那須

塩原市下水道事業会計補正予算（第３号）を議題

といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  管理課長。 

○三輪管理課長 （議案第92号について説明。） 

○田村委員長 整備課長。 

○君島整備課長 （議案第92号について説明。） 

○田村委員長 管理課長。 

○三輪管理課長 （議案第92号について説明。） 

○田村委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  三本木委員。 

○三本木委員 説明の中で当初３か年計画、それか

ら国庫補助金の交付額が予想外だったので、これ

が減額になったということですけれども、国庫補

助金というのはどのようなものなんですか。見込

みが立たないものなんですか。 

○田村委員長 整備課長。 

○君島整備課長 毎年、当然国の予算に合わせて、

うちのほうも毎年、前年度に来年この工事をやり

たい、例えば概算で幾らという要求を出します、

こういう工事をやりたいと。それに対して、満額

つけばいいんですが、つかない場合は、やれる範

囲の事業量に絞る。延長、工事の工数も減らして

するのですが、この処理場に対して施設の、施設

の改修なので、ある程度価格がまとまらないと発
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注ができないというのがあります。その部分で例

えば1,000万のものが、実際に要求したんですけ

れども、500万円でしたというと発注ができない。

その発注形態のその大きさとか、ボリューム感の

調整で発注するので、その分伸びる、後回しとい

う形になってきます。 

○田村委員長 部長。 

○増子上下水道部長 今、せっかくの御質問なので、

ちょっと補足させていただきますけれども、国か

らの交付率が我々の見込みよりもちょっと下回る

というような結果、期間が延びるというようなこ

とになっておりますけれども、この低い理由は何

かと言われても、ちょっと我々が明確な答えは出

せないのが実情でございますけれども、まず、こ

こ数年ちょっとそういう傾向があるというのは事

実でございます。 

  となると、我々の事業が遅れる一方になってし

まいますので、これを解消するための１つの手段

として、今回ですと先月、11月11日に建設部局の

案件も含め、市長を筆頭に国への市の独自要望と

いうのを行ってまいりました。そこに我々は、水

道、下水道の件について入れ込んだ形で財務省及

び国交省のほうに市長とともに、そういったもの

に可能な限りの対応というようなことで行ってき

たところでございます。 

  これは、ここから先は若干の私の考えというか

想像の範囲ですけれども、下水道のほうがちょっ

と交付率が落ちている傾向というのは、これは明

確な理由ではございませんけれども、今般、近い

ところですと、八潮市のあの件がございました。

そういったところで下水道の事業全般として見ま

すと、新たなものに費やすお金も必要ですが、今

あるものの維持管理というところにウエイトがち

ょっといっているのかという、その結果として、

新規のものに対しては若干こういう交付率が結果

的に低めになったりですとか、そういったことが

生じているのかなというのは、ちょっと想像の範

囲ですけれども、そういった形で、そう考えます

と、今後もなかなか改善というのはちょっと難し

いのかなというふうな見込みもしております。 

  以上です。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 参議院議員のときに、高橋克典が結

構出すのに、特に強靭化事業で21兆円だか、用意

しましたので、これからインフラ整備はどんどん

やりましょうと、そういったところで好影響はま

だ出ていないということですか。 

○田村委員長 部長。 

○増子上下水道部長 国会の先生方の発言はちょっ

と私も全てを理解はしておりませんけれども、や

はりこういった既存のものに対するお金を費やさ

ねばならないというのは、当然、那須塩原市だけ

の話じゃなくて、全国どこの事業体でも大なり小

なり同じだと思っています。 

  そういった中で、やはり国のお金というのも総

額では決まっているでしょうから、そこの結果、

配分になろうかとは思いますけれども、そこにつ

いては、ちょっと我々事務レベルがなかなか対応

ができる部分ではございませんので、我々はちょ

っとこの交付率というのは、今年はこういう形で

すとなれば、まずは甘んじて受け入れるしかない

というのが実情でございまして、ただし、４月当

初、年度当初はこういう形であっても、年度途中

で追加要望という形もございます。ですから、そ

の辺については、我々も可能な限り積極的に手を

挙げているところでございますので、そういった

中で期間が延伸というか、決まっていますけれど

も、何とかやりくりができているというようなと

ころが実情でございます。 

○田村委員長 三本木委員。 
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○三本木委員 何か市とかに来る地方交付税という

ので、あれも何か読めないような、どういう計算

をしているんだべって。その辺はやはりあるんで

すか、見通しなんかは。 

〔「その他で聞きなさい」と言う人あり〕 

○田村委員長 小出委員。 

○小出委員 すみません、今の部長の説明に関連し

てなんですけれども、そうすると、大体、市で要

望する額に対して、実際どのぐらい補助金って来

ているんですか。100％来ていれば問題ないでし

ょうけれども、実際には７割とか８割とか、そう

いうレベルじゃないかと思うんですが、実際には

どの程度のあれになっていますか。 

○田村委員長 施設係長。 

○清水下水道施設係長 ここ最近の交付率について

は、大体50％ぐらいが多いです。ものによっては、

結構変動があるんですけれども、更新事業につい

ては、大体50、新規についてはかなりつきが悪い

と。今回機会棟ついては、一番最初30でした。 

○田村委員長 そのほか質疑はございますか。 

〔「いいです」と言う人あり〕 

○田村委員長 それでは、質疑の途中ですが、議員

間討議に入ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第92号 令和７年度那須塩原市下水道事業

会計補正予算（第３号）は、原案のとおり可決す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第92号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  管理課・整備課所管の審査事項は以上となりま

す。 

  ここで、暫時休憩とします。 

 

休憩 午前１０時３０分 

 

再開 午前１０時３９分 

 

○田村委員長 休憩前に引き続き、委員会を再開い

たします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市民生活部の審査 

○田村委員長 （挨拶。） 

○田村委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎交通防犯課の審査 

○田村委員長 ただいまから交通防犯課の審査に入

ります。 

  交通防犯課の皆様、お疲れさまです。 

  交通防犯課については、建設経済常任委員会に
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対する付託案件がありませんので、建設経済常任

委員会を予算常任委員会（第三分科会）に切り替

えて審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第８６号の説明、質疑、議

員間討議、討論、採決 

○田村委員長 それでは、議案第86号 令和７年度

那須塩原市一般会計補正予算（第７号）を議題と

いたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  交通防犯課長。 

○平川交通防犯課長 （議案第86号について説明。） 

○田村委員長 説明が終わりましたので、質疑をお

受けします。質疑はありますか。 

  森本委員。 

○森本委員 役務費ということで、電話代というこ

となんですけれども、相談を受けて折り返す電話

というのは、どんな相談に対する折り返し電話な

のかだけちょっとお願いします。 

○田村委員長 課長。 

○平川交通防犯課長 相談内容といたしましては、

一番多いのが定期購入に関する相談になるんです

が、そちらにつきましては、大体、ＳＮＳ等で安

くなっている、今だけなら特別価格だよというと

ころでお試しのつもりで購入したものが、実は次

回定期購入になっていたという案件が多数寄せら

れております。 

  こちらにつきましては、通信販売になりますの

で、通常クーリングオフ制度というのは対応にな

らないものなんですね。なので、アドバイスとし

ましては、最終画面でその定期購入が条件になっ

ていないかとか、そういうことをきちんと確認す

る必要があるよということでアドバイスをさせて

いただきまして、いつでも解約できる定期購入を

申し込むつもりが、最低何回かは購入しないと駄

目ですよという縛りがあるものがあったりします

ので、携帯の最終画面をスクリーンショットで保

存してくださいねというようなアドバイスをさせ

ていただいています。 

  そちらが一番多いんですが、長く折り返しの電

話になるというところが、今年、４人いる相談員

さんのうち、２名が新しい相談員さんになってお

りまして、相談件数が多い中、その４人で電話を

受けるということなんですが、通常、慣れている

相談員さんですと、今のやり取りというところで

いただいたお電話でアドバイスということができ

るんですが、どうしても初めて、２人初めての方

ということなので、一度切らせていただいて、調

べてから今のような回答をお電話するということ

がありますので、そういうものでも増えておりま

す。 

  あと、先ほど部長のほうからも挨拶であったん

ですが、例えば投資詐欺とかロマンス詐欺という

ふうになりますと、すぐその場でアドバイスとい

うのはなかなか難しいところがございますので、

そういう案件に関しましても、一度電話を切らせ

ていただいて、折り返して対応させていただく。

やはり御相談者に納得していただかなければなら

ないという部分がありますので、そうすると、折

り返しの電話の通話時間が長くなるというところ

で、電話料がかさんでしまったというところもご

ざいます。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 特に詐欺と分かった場合って、ある程

度分かるときもあると思うんですけれども、それ

も折り返しなんですか。例えば警察に連絡して、

警察から折り返してもらうみたいな対応はないん
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ですか。 

○田村委員長 課長。 

○平川交通防犯課長 金銭的にもう発生しているよ

うな場合には、当センターに相談があったときに

も警察に届けるように伝えるということはさせて

いただいています。 

  あとは、ロマンス詐欺ですと、なかなか本人に

詐欺というところが納得いただけないようなとき

もございますので、そのときには１回切らせてい

ただいて、警視庁のサイトなどを参考に御説明さ

せていただいたりとかという、後は長時間になり

ますので、その場合は一旦、折り返しという対応

をさせていただくこともございます。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 例えば他地域の家族に連絡するとか、

そういうふうな対応というのもあるんですか。そ

うするとまた、居住地まで分からないか。 

○田村委員長 課長。 

○平川交通防犯課長 １つ、当相談センターに合っ

た例で、いわゆるロマンス詐欺の関係なんですが、

これは御高齢の女性の方だったんですけれども、

海外にいるとおっしゃる日本人の方でパートナー

の申入れがありましたけれども、自分的には、ち

ょっと80を超えた方だったということで、年齢的

にお断りしました。ただ、その方が学校を造りた

いということなので、日本円にすると230万円ぐ

らい何か用意できないかという御相談が来たこと

がございました。そのときには、その方がお友達

にもそういう相談をしているというところですの

で、一旦、切らせていただいて、お友達も一緒に

対応してもらって説得したということで、その方

はお金を振り込まないと、未然に詐欺に遭わない

で済んだとかという案件もあるんですが、なかな

か御家族にというところまでいくところは難しい

場合もございます。本人が了承していただければ、

もちろん御家族も交えてやり取りするということ

はできます。 

○森本委員 分かりました。 

○田村委員長 ほかにはございますか。 

  三本木委員。 

○三本木委員 今、森本委員の質問の中でちょっと

気になったことがあったので、通信販売のクーリ

ングオフは利かないと言ったんですが、利かない

んだ。 

○田村委員長 課長。 

○平川交通防犯課長 そうなんです、クーリングオ

フができるものとできないものとございまして、

通信販売については、クーリングオフができない

ものになっています。 

  例えば、訪問販売とか電話での何かあって、そ

れを注文しちゃったとかというときには、８日間

とかという、冷静になって考える期間というのが

設けられてはいるんですけれども、この通信販売

については、このクーリングオフ制度というのが

対象にならないので、そこに気をつけてほしいと

いうことで、皆さんに周知のほうをさせていただ

いているところです。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 通信販売ってどういうのを言うんだ

か、テレビなんかでコマーシャルしているのが随

分あるけれども、あれも通信販売でしょうか。 

○田村委員長 係長。 

○辰田くらし安全安心係長 通信販売の定義は、イ

ンターネットのサイトを通じて行っているものと

か、テレビショッピングももちろん通信販売にな

ります。 

  ジャパネットたかたとか、返品無料とか、気に

入らなければお返ししますとか、そういったもの

があって、そういうのが多分、クーリングオフと

混同されている方がいらっしゃるんですけれども、
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それはあくまでその販売業者のサービスであるの

で、特定商取引法で規制されている商取引が訪問

販売だったり、役務提供型販売、エステとか、あ

と、悪質な商法がはびこるような商法については、

消費者庁のほうで特定商取引法で規制しているの

で、それ以外のものは、通信販売のほうとかは、

ある程度きっちり、その販社のほうもそういうサ

ービスを充実させているところがあるので、そこ

は大丈夫なんですけれども、ただ、そこで問題に

なっているのは、ＳＮＳを開いて、ＴｉｋＴｏｋ

とかユーチューブとか見ると、さっと入ってくる

インターネット上の広告については、テレビのＣ

Ｍみたいに、ＪＡＲＯみたいな規制するところが

なくて、まだ法規制がなされていないので、有象

無象がはびこっているというか、あまり規制がな

いので、それで再現性がなくて、連絡しようと思

ったらそのサイトが見当たらないとか、そういっ

た感じだったり、ダークパターンといって、最初

から定期購入がチェックされていたりとか、そう

いった悪質なものが結構、ＴｉｋＴｏｋとかそう

いうものであるんですけれども、お年寄りも結構、

もうスマホの普及率が高くて、そういうのを見る

機会が多いから、それに引っかかっちゃうことが

多いです。 

  以上です。 

○田村委員長 そのほかありますか。それでは私か

ら。副委員長に進行を変わります。 

○堤副委員長 田村委員長。 

〇田村委員長 電話代の話なので、別にここの課が

ということじゃないけれども、経費削減のために、

普通はスマホってかけ放題じゃないですか。だか

ら、例えばそういう発想はないのかなという、折

り返しにしても、固定を使わないで、自分のでも

いいし、可能であればだけれども、スマホがあれ

ば、それがかけ放題だったら、幾らかけたってた

だじゃないですか。そういう発想はありませんか。 

○堤副委員長 部長。 

○河合市民生活部長 消費生活センターの例で申し

上げますと、消費生活センターも黒磯公民館いき

ふれ、施設の中の一部なので、そうすると、その

一部の電話だけをつかまえる契約に変えるのかと

いうわけにはいかないので、要するに検討すると

なると、その施設そのもの、または市役所全体の

契約というところもまたあったりするかもしれな

いので、ちょっと一部だけ変えるというのは、ち

ょっと今のところは難しいかなと思っています。 

〇堤副委員長 進行戻ります。 

○田村委員長 そのほかありますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 それでは、質疑の途中ですが、議員

間討議に入ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第86号 令和７年度那須塩原市一般会計補

正予算（第７号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第86号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  交通防犯課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで、暫時休憩とします。 

 

休憩 午前１０時５４分 

 

再開 午前１１時１４分 

 

○田村委員長 休憩前に引き続き、委員会を再開い

たします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎産業観光部の審査 

○田村委員長 これより産業観光部の審査に入りま

す。 

  産業観光部長から御挨拶をお願いいたします。 

  部長。 

○粟野産業観光部長 （挨拶。） 

○田村委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎農務畜産課の審査 

○田村委員長 ただいまから農務畜産課の審査に入

ります。 

  農務畜産課の皆さん、お疲れさまです。 

  農務畜産課については、建設経済常任委員会に

対する付託案件がありませんので、建設経済常任

委員会を予算常任委員会（第三分科会）に切り替

えて審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第８６号の説明、質疑、議

員間討議、討論、採決 

○田村委員長 それでは、議案第86号 令和７年度

那須塩原市一般会計補正予算（第７号）を議題と

いたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  農務畜産課長。 

○大野農務畜産課長 （議案86号について説明。） 

○田村委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  森本委員。 

○森本委員 執行計画書のほうの12ページの経営継

承・発展支援事業が申込みがなかったということ

で、その申込みがなかったその要因というはどの

ように考えているのか教えてください。 

○田村委員長 課長。 

○大野農務畜産課長 こちらに関しましては、いわ

ゆる利用できる条件とかそういったものが幾つか

あるんですが、なかなかそれに合致して承継をさ

れる方が、担当の区長にも働きかけはお願いして

いるんですが、利用できる人がたまたまいらっし

ゃらなかったのかなというふうにはちょっと感じ

ています。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 その条件があったせいということもあ

るというお話なんですけれども、これがちょっと

高いハードルになっているのかなという条件とい

うのは何かありますか。 

○田村委員長 担い手支援係長。 

○渡辺担い手支援係長 今年、手を挙げられる方の

まず第１の条件が、令和６年１月１日以降に先代

から経営を継承している方というところで、そこ
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でまず農業委員会の御協力をいただいて、絞り込

みを行いまして、その該当する方に対して通知を

させてもらっているんですが、その中でいろいろ

お聞きして、自分の代になってから経営を大きく

しなければいけないという、そこの部分にいろい

ろと条件、あとは、親子同士だとどうしても農地

の名義の変更とかそういったものを自分の名義に

されていないところとか、そういった要件を、要

望をいただいた中で短期間で全部そろえなくては

いけないというところなのかなというので、全て

の準備ができている方がもう準備してこの期間に

申込みするとか、拡大する予定があるのか、そう

いった要件が整わないと難しいのかなと担当とし

ては考えております。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 継承してもらうということを、いわゆ

る農業を継続していってもらうというふうに考え

たときに、例えばそのハードルを越えるような支

援というか、そういうものができるのかなという

ふうにちょっと感じてしまう、ごめんなさい、そ

の辺はそんな詳しくないところがあるのであれな

んですけれども、ハードルを越えるための支援的

なことというのはできないのかなという、例えば

ハードルを下げるというのも１つでしょうし、あ

とは、それを越えるためのこういう書類をそろえ

なきゃいけないんですよとか、こういう書類をそ

ろえたらいいので、こういうふうにしたらいいで

すよとか、そういった支援とか、こういう条件だ

と補助金を出せますよとか、そういう部分の、た

だ、そろえてくださいじゃなくて、そういう指導

というか、そっちのほうの支援はできないのかと

いうのをお聞きしたいんですけれども、いかがで

すか。 

○田村委員長 課長。 

○大野農務畜産課長 おっしゃるとおり、申請のサ

ポートはさせてはいただいています。要は通知を

送らせていただいて、興味のある方にはこちらに

来ていただいて状況を確認したりして、我々もぜ

ひ使っていただけるなら使っていただきたいので、

そういった説明をしたりサポートをして、なかな

かクリアできない場合にはどうしても使っていた

だけないという形になるので、その点サポートを

しっかり、御指摘のとおりしていかなくちゃいけ

ない部分ですし、これからも努めさせていただき

たいというふうに考えております。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 あと、ハードル的な部分というのは、

もうこれは下げられないようなものだけという理

解でいいですか、もうそれは受けやすい状況が、

補助金のかたちというのはできている中での、な

かなかそのハードルを越えないというような状況

なのかどうかということを確認させてください。 

○田村委員長 課長。 

○大野農務畜産課長 こちらは市単位の事業ではな

くて、どうしても基準が設けられてしまっている

ので、そのあたりを我々としても厳しいですよと

いう見直しを働きかけている部分は可能性はある

のかなと思うんですが、どうしても、前段の基準

の部分がちょっと、今の状態ですと、我々も使わ

なくちゃいけないという部分がありますので、ち

ょっと我々だけで変えるというのはちょっとでき

ない状況です。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 それは、市、例えば農務畜産課で変え

られなくても、市全体で考えればできるのかとか、

そういうものなんですか、そのハードルというの

は。ごめんなさい、細かいところが分からないも

のですから、そういうことができるものかどうか。 

○田村委員長 課長。 

○大野農務畜産課長 基本的には国からお金が入っ
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ていますので、50万円ほど引かせていただいたも

のですから、その部分で市単にも入っているんで

すが、そこの基準がどうしても我々の中ではちょ

っとできないということで。 

○森本委員 分かりました。 

○田村委員長 そのほか質疑はありますか。 

  三本木委員。 

○三本木委員 今の森本委員の関連質問ですけれど

も、農業者、新規就農とかから言わせると、親子

間の事業継承に冷たいと、行政が。どうしても新

規、新しく入ってくるものとか、そういうものは

いろいろ補助金はあるけれども、越してくると、

親子関係、こういうものがあるのに、これが使わ

れないというのがもったいないと。末端の人はそ

れをずっと言い続けていて、親子に関しては厳し

いんだとか、条件が。実際に金が多いのはどちら、

税金を納めるのは。そうすると、親子間の継承の

ほうが事業拡大するから税金も納めるし失敗も少

ない、新規就農者が結構、格好はいいんだけれど

も、途中で挫折しちゃったり、そんなにも大きく

はならないと。税金を上げるのなら、そっちのほ

うが支援を厚くするべきだという声が多いんです

けれども、その辺に関してはどうですか、親子継

承ということに関して納得いかなくてあれですけ

れども。 

○田村委員長 課長。 

○大野農務畜産課長 こちらからの新規就農に関す

る制度はやはりたくさんあって、私ももちろんこ

の関係は実感する部分でありますけれども、どう

いった形で支援を厚くすると、より親子間の継承

のものと新規就農という中で差を感じないような

感じで取り組んでいただけるか、我々もちょっと

検討しないと、今ちょっとこの場でこれがいいで

すというお話はできないんですが、今、御意見を

いただいて、我々も十分いろいろな面を検討させ

ていただければというふうに思います。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 ちょっと変わるんですけれども、西

那須野東部土地改良区の、さっき県から入るはず

の補助金が入らないで、市のほうで出したような

話だったんですけれども、それはどうなっちゃう

の。 

○田村委員長 課長。 

○大野農務畜産課長 もともと９月議会で補正を市

単独分はいただいたんですが、県からの補助金で

すかね、それが県側から事業者に直接行くよう想

定していたんですね。それが県のほうから市を通

して事業者のほうに、市の部分と合わせて補助金

として出してくれという形になったものですから、

県から市で受ける分と市から事業者に出す分とい

うことなので、事業者の方に負担する部分は変わ

らないということで、きちんと県の分と市の部分

が事業者の方に行くような形で一本化補正させて

いただくという形です。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 土地改良っていうと結構、東の土地

改良もある、高林にも土地改良もある、西那須野

東部もあるけれども、黒磯土地改良もある、那須

連合土地改良もある、その辺の補助金となると、

市からの補助金というのはどんな形になって、俺

が聞くのもなんなんだけど。 

○田村委員長 課長。 

○大野農務畜産課長 それぞれ団体に対する運営の

補助金というのがいっているような形です。また

今回に関しては、これで一旦、また単発の事業と

いいますか、そういった土地改良に関する施設、

廃止に伴う事業費なので、今回に関しては、県の

単独の補助の事業の中で市が負担分と実際、事業

者が負担するということで、比較的事業者の負担

が多いんですけれども、急いでやりたい。事業に
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関しては、国が負担、県が負担、事業者と市が負

担というのを、国が入る分を使えれば、事業者と

しては少ないんですが、今回だと緊急性があって

どうしてもやっておくべきだという形なので、ち

ょっと団体に対する補助金と事業に対するものと

いうのは、ちょっと個別でまたそれぞれ違ってく

るので、条件が違います。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 そうすると、何か災害か何かで施設

が壊れたりしたのを、復旧の金がなかったという

ことなんですか。 

○田村委員長 課長。 

○大野農務畜産課長 こちらに関しては、揚水機に

結構使っているんですが、その揚水機、老朽化に

伴い補修をかけないと田んぼに水が上がらない状

況なので、取りあえず緊急性を持ったものをやり

たいという話で。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 畑地化事業なんですけれども、何か

金が出てるみたいなの、これはどれくらいなの、

人数と面積。 

○田村委員長 三本木委員、補正とあれなので、そ

の他にします。 

  そのほか質疑はありますか。 

  小出委員。 

○小出委員 牛乳等による活性化事業の関連で、何

か年度開催を諦めて、来年早々というような説明

だったと思うんですけれども、その辺の送った理

由と、来年、具体的にいつ頃どこら辺でやるのか

というところをもう少し説明。 

○田村委員長 課長。 

○大野農務畜産課長 まず、送った理由が、新しく

今年度から早速使わせてもらって、事業者がやっ

ていたんですけれども、ちょっとお声がけしたな

かでやりたいということでどんなものをやりたい

のか、事業の実施の時期とか調整していたんです

が、我々が把握してない中で10月、11月、我々が

想定する前に那須塩原前での企画部の想定する事

業が入っておりまして、会場が使えないという状

況であったので、そうするともう12月しかない。

なので、寒い中の青空でやるという話になってし

まったので、そこで無理してやるというよりはし

っかり中身を検討しながら、来年度早々というの

は、本当に４月、５月といいますか、そのいい時

期のできるだけ早い時期に日取りを設定してやら

ないかということで、そのために債務負担を設定

させていただいて、今年度中にそういった事業の

準備を進められるという形で調整させていただく

ということです。 

○田村委員長 小出委員。 

○小出委員 そうすると、ある程度、事業をやる人

というのが目星がある程度ついていって、下話を

進めているという段階ですか。 

○田村委員長 課長。 

○大野農務畜産課長 具体的に事業者の方がいらし

て、こういった形でやりたいという希望、ある程

度の提案というか、そういったものをお伺いしな

がら進めている状況です。 

○田村委員長 小出委員。 

○小出委員 いろいろ今回の事業というのは、これ

から集めていくということなのかなということな

んですけれども、さっき粟野部長の挨拶にあった

高校生が酪農家に就職するとか、何か牛乳にとっ

ても追い風みたいなところもあるような感じがす

るので、そういったところも含めて盛り上がるイ

ベントにしてもらえばと思うんですけれども、こ

れは要望です。 

○田村委員長 そのほかは。 

  堤副委員長。 

○堤副委員長 同じく計画書の12ページです。 
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  ここの農業経営基盤強化促進事業の中で、農業

支援サービス事業緊急拡大支援事業ということで

98万8,000円。 

  緊急の支援ということで言っている割には、結

構金額がえらい少ないんですけれども、ちょっと

緊急支援というのはどういう指針のものなのか、

教えてください。 

○田村委員長 課長。 

○大野農務畜産課長 すみません。私の説明が正し

いかどうかというのは、ちょっと前置きさせてい

ただいたんですが、国の事業でやられているもの

なので、国がこういった形のメニューでやってい

る事業に我々こう周知しまして、募集をかけて手

を挙げていただいたという形なので、これも金額

計上させていただいているのは、10分の10事業で、

トンネルで事業者さんの方にいっているとのこと

で、すみません、名称に関しては、国のほうでや

っている我々の事業の中での事業を起こさせてい

ただいているというのが。 

○田村委員長 副委員長。 

○堤副委員長 このスマート農業に支援するという

ような内容を、ちょっと御説明いただいたんです

けれども、98万8,000円と、先ほど言った金額も

少ないことから、想定はどんな内容で、何件ぐら

いを想定しているのか、分かったらお願いします。 

○田村委員長 課長。 

○大野農務畜産課長 すみません、これに関しまし

ても、正直なところ、我々としても、これぐらい

でという想定は、実はしていません。その中で周

知して募集をかけて、いつか使えるように手を挙

げていただいて、それで初めて決まってくるので、

どうしても今回のように補正で上げさせていただ

くという形になってしまうので、どのように手を

挙げていただいているかというのは、ちょっと何

とも、すみません、読めない形での事業になって

しまっているんですが、なるべく周知のほうをし

っかりさせていただいております。 

○田村委員長 そのほか質疑ありますか。 

  三本木委員。 

○三本木委員 ちょっとこれ、ページが分からない

んだけれども、堆肥運搬に対して3,800万とかと

いうあれは、どんな事業なんですか、これは。 

○田村委員長 課長。 

○大野農務畜産課長 すみません、そちらに関しま

しては、市の堆肥センターの管理運営に関する費

用で。あそこを運転するための費用です。 

○田村委員長 そのほか大丈夫でしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第86号 令和７年度那須塩原市一般会計補

正予算（第７号）は原案のとおり可決すべきもの

とすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 
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○田村委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第86号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  農務畜産課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午前１１時４１分 

 

再開 午前１１時５０分 

 

○田村委員長 休憩前に引き続き、委員会を再開い

たします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎商工振興課の審査 

○田村委員長 ただいまより商工振興課の審査に入

ります。商工振興課の皆さんお疲れさまです。 

  商工振興課については、建設経済常任委員会に

対する付託案件がありませんので、建設経済常任

委員会を予算常任委員会（第三分科会）に切り替

えて審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第８６号の説明、質疑、議

員間討議、討論、採決 

○田村委員長 議案第86号 令和７年度那須塩原市

一般会計補正予算（第７号）を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  商工振興課長。 

○江面商工振興課長 （議案第86号について説明。） 

○田村委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑はありますか。 

  森本委員。 

○森本委員 これ、72万円というのは、さくらまつ

りの運営費のうちの何パーセントぐらいですか。 

○田村委員長 課長。 

○江面商工振興課長 昨年の実績ですと、大体70％、

市の負担の割合になります。 

○田村委員長 いいですか。 

  あとはよろしいでしょうか。いいですか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第86号 令和７年度那須塩原市一般会計補

正予算（第７号）は原案のとおり認定すべきもの

とすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第86号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  商工振興課所管の審査事項は以上となります。 
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  ここで暫時休憩とします。 

 

休憩 午前１１時５２分 

 

再開 午後 零時０７分 

 

○田村委員長 休憩前に引き続き、委員会を再開い

たします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎ツーリズム推進課の審査 

○田村委員長 ただいまからツーリズム推進課の審

査に入ります。 

  ツーリズム推進課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第８５号の説明、質疑、議

員間討議、討論、採決 

○田村委員長 それでは、議案第85号 那須塩原市

塩原温泉天皇の間記念公園条例の一部改正につい

てを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いをいたし

ます。 

  ツーリズム推進課長。 

○和氣ツーリズム推進課長 （議案第85号について

説明。） 

○田村委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  森本委員。 

○森本委員 これ、条例変更して、使用料を指定す

る管理者は、あれで決めるということなんですけ

れども、どのぐらいの使用者というか利用者を想

定しているのかをお聞きしたいと思います。期間、

１年間何人とか、そういうのが想定している。 

○田村委員長 課長補佐。 

○広瀬ツーリズム推進課長補佐 天皇の間記念公園

につきましては、利用料金収入が令和４年、令和

５年、令和６年の３年間合計で429万1,390円、１

年間の費用としまして143万円ほどになります。 

  こちらを、天皇の間記念公園に関しましては、

令和７年度から使用料を1.5倍に上げております

ので、その143万円から1.5倍しまして、大体年間

で214万5,000円ほど収入が入ってくるような計算

で指定管理料を設定したいと思っております。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 そうすると、使用料を増やしても利用

者数は変わらないという設定、考え方でいいです

か。 

○田村委員長 課長補佐。 

○広瀬ツーリズム推進課長補佐 こちらに関しまし

ては、利用料金が変わらないような計算にはさせ

ていただいているんですが、利用料金制度にする

ことによって、その後の指定管理者の収入が増え

ますので、やはりその収入が増えるということは、

企業努力をしていただいて、利用者を増やしてい

ただいて、もうけていただきたいというのが今回

の制度の趣旨であります。 

○森本委員 だから、金額が高くなっても人数は減

らないという考え方でいいのかということなんで

すけれども。 

○田村委員長 課長補佐。 

○広瀬ツーリズム推進課長補佐 そのとおりでござ

います。 

○森本委員 ありがとうございました。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 企業努力で入場者を減らさないよう

にというのも、例えば、考えられる企業努力とい

うのは、ＰＲもあるけれども、施設をいじくった
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りするのも想定されるんですか。 

○田村委員長 課長補佐。 

○広瀬ツーリズム推進課長補佐 施設に関しまして

は、指定管理者さんの範囲でできるのが、少額の

30万円以下の修繕などは指定管理者さんの指定管

理料からやっていただくんですが、実際にその施

設の中をいじくる、結構な金額をかけてやる場合

は、市の予算を計上させていただいて改修するよ

うな形になるので、施設の改修に関しては考えて

おりません。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 企業努力というのは、実際、具体的

に何を想定しているんだか。 

○田村委員長 課長。 

○和氣ツーリズム推進課長 こちらの今回の指定管

理制度の公募を行いまして、その中の計画の中で

は、あそこの天皇の間記念公園につきましては、

それからどういう運営というか、やっていくかと

いうところは、やはり今は、お琴の演奏とかお茶

サービスをしています。これにつきましてはもっ

と磨き上げをするとか、あとは、特別な体験をで

きる施設として、例えば、あそこの天皇の間で、

一度試行でやったんですけれども、あそこで特別

なお料理を天皇の間の中で提供できるとか、そう

いうようなコンテンツの磨き上げをこれからして

いくというところはなってきます。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 天皇の間というと、ちょっと俺らに

は触りづらいような、天皇だからね、そういう制

約というのはないですか。宮内庁からの制約とか

そういうのは一切ないですか、民間の施設と考え

ていいんですか、これ。 

○田村委員長 課長。 

○和氣ツーリズム推進課長 指定文化財になってい

るかと思いますので、利用につきましては、ある

程度の制限とか、火気とか火とか、そういうとこ

ろはありますけれども、そういうところをクリア

すれば、今も一般の方には中身、中は見学できて

いますので、その辺は計画を出しながら、許可を

もらいながら運営するということになります。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 文化財というと、関係官庁でいくと

何だろう。 

○田村委員長 課長。 

○和氣ツーリズム推進課長 昭和56年に栃木県の有

形文化財の指定を受けています。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 宮内庁とかそういうのは、一切これ

は関係ないと考えていいの。宮内庁関係は。文化

庁とか。 

○田村委員長 課長補佐。 

○広瀬ツーリズム推進課長補佐 天皇の間記念公園

につきましては、大正天皇の旧塩原御用邸を移築

したものになりまして、旧塩原御用邸につきまし

ては、明治37年に三島家が別荘としたものを献上

し、翌明治38年に造営されて、旧塩原御用邸とし

て、大正天皇をはじめ当時の皇太子などの多く皇

族に愛用されたというところで、戦後、視力障害

者の厚生施設として利用されてきましたが、昭和

56年の施設改修に伴いまして、こちらが今の、そ

の天皇の間の御座所原形のほうを現在の移築され

て、有形文化財の指定を受けているので、市が持

っているものというところになります。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 再度、宮内庁の関係はもう全くない

ということでいいんだね。分かりました。 

○田村委員長 ほか、よろしいでしょうか。 

  部長。 

○粟野産業観光部長 今のでちょっと加えますが、

例えば国の青木別邸、あれなんか、本当にくぎ一
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本打ちづらい、国の指定文化財ですので、くぎを

一本打つのも、飾りつけするのもというところが

許可が要るということなんですが、その段階によ

って違ってくるということですので、先ほど言っ

たイベント環境もそうなんですが、例えば今言っ

た制約がゆるいですので、例えば極端な話、イル

ミネーションで誘客をするとか、そういう工夫も

できるというのが、企業努力の一つになっている

のかなとは思います。 

○三本木委員 ありがとうございました。 

○田村委員長 あとはいいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○田村委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第85号 那須塩原市塩原温泉天皇の間記念

公園条例の一部改正については原案のとおり可決

すべきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第85号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９６号の説明、質疑、議

員間討議、討論、採決 

○田村委員長 次に、議案第96号 公の施設の指定

管理者の指定についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○和氣ツーリズム推進課長 （議案第96号について

説明。） 

○田村委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  森本委員。 

○森本委員 大野議員から、これひとつの１者のみ

の、この間の質疑て、その１者のみというような

説明があったかと思うんですけれども、この団体

のこの点数を見たところで言うと、53.8点という

ことで、基準、実績の、トータルの合計48点以上

という意味では、結構ちょっとぎりぎりかなとい

う印象があるんですけれども、これって観光施設

というふうな認識がちょっと私としてもあるんで

すけれども、この住民サービスの向上とかがこの

項目に入っているんですよね。これってやはり、

観光施設だからこの住民サービスの向上の点数と

いうのは低いんですかね。 

  その辺の、例えばこういう指定管理をするので

あれば、例えば観光的、いわゆる観光誘客力とか

そういうところがここに入ってきてもいいのかな

と思うんですけれども、ほかの指定管理と一緒で、

住民サービスの向上というのがこう入ってきて、

点数を当てているわけじゃないですか。それって

そういうことが要因なのかというのを教えてくだ



－138－ 

さい。 

○田村委員長 課長。 

○和氣ツーリズム推進課長 住民サービスの向上と

いうところで、全庁的に審査項目についてはそう

いうところであるんですが、実際のところは、ツ

ーリズム推進課のほうの審査というところは、確

かに住民サービスという、住民というところも入

ってきているんですが、施設的の効果的な活用と

かそういうところになりますと、やはりどれだけ

施設を活用して地域経済に寄与できるかというと

ころで、視点的にはそういう内容で、公募のとき

にもそういうような内容を盛り込んで、公募に参

加してください、記載してくださいということは、

公募の時点のところで御説明をさしあげて、やは

り公募があった事業者からも、そのあたりのとこ

ろは、観光に寄与するのにはどういうことをする

んだよというところは、プレゼンがございますの

で、その辺はちょっと、住民サービスの向上とい

うところだと、ちょっと分かりづらいところはあ

りますが、そういう視点では審査をしているとこ

ろです。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 だとすると、余計なんですけれども、

ほかの今回、97号とかで、95号とかに出ていたも

のに比べると、ほかのところは別にいいんですけ

れども、得点がちょっと低いのかなという印象を

受けるんですけれども、その辺というのは、不安

なところって何かなかったか、あったからこの点

数なのか、それともそこは、この点数というのは

いい点数なんですよという認識なのか、そこを教

えてください。 

○田村委員長 課長。 

○和氣ツーリズム推進課長 まず、点数が低い要因

というところは、皆さん、４番の管理経費の縮減

というところが、やはりゼロということになって

きます。こちらのほうはぎりぎりの見積りで応募

者のほうは出してくるものですから、ちょっとそ

こに幅がないと点数が稼げない状況になっていま

す。 

  当然、請け負うほうは、値段的には低い金額よ

りも高い金額のほうがいいというところがござい

ますので、なかなかこれ、点数がちょっと低くな

っているというところが、原因はございます。 

  それと、先ほど森本委員のほうからありました、

点数の低くなっているようなところというところ

の懸念は、やはり実際のところ、このもの語り館

は、ずっと共同事業体が長く運営をしているとい

うところもございまして、今までの運営よりも、

ずっとここにいいものが出てこないと、点数が伸

びていかないというところがあるかと思います。 

  なので、目新しいところはあるんですが、そう

いうところで、その点数的には平均より上にいく

というところは少なかったのかな、ただ、そうは

言いましても、やはりどんどんレベルアップとい

うか、施設的にはそういうところを考えていただ

かなくちゃいけないというところは、今後、指導

というとちょっとおかしいですけれども、一緒に

考えながら運営、維持していきたいなと思ってご

ざいます。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 先ほど言った管理経費の縮減という部

分は、ほかの指定管理者見ても、ほかの指定管理

も、今回の指定のところ見ても、皆０点か、高く

て４点ということなので、そこはあまり関係ない

のかなというふうに思っていて、そうすると、こ

の点数の低いところというのは、例えばこの住民

サービスの部分もそうですし、１番の⑵番も決し

て高くないかなという印象あるんですけれども、

そういうことというのは、これから市との話合い

の中で改善していくことが可能だというふうな認
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識ということでよろしいですか。 

○和氣ツーリズム推進課長 はい。それはこれから

協定を結ぶ段階では、中身についてはこういうこ

とが必要だねというところは、協定書を結ぶ時点

では、こちらもこうしたほうがいいよねというこ

とは言っていかなくてはならないと。 

〇田村委員長 森本委員。 

○森本委員 じゃ、この合計で53.8点は、そんな心

配する点数ではないですよということでよろしい

ですか。 

○田村委員長 課長。 

○和氣ツーリズム推進課長 はい。現在のところは、

そういうことは思ってはいないですが、努力は必

要だと思います。 

○森本委員 分かりました。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 今の説明だけれども、もの語り館単

体じゃなくて、この地域に資するものだから必要

だという御説明なんで、聞きづらいんですけれど

も、ここの単体の収支というのはどのくらいにな

っているんですか。 

○田村委員長 課長。 

○和氣ツーリズム推進課長 いいですか。ここのも

の語り館の施設だけの収支でよろしいですか。 

○三本木委員 何があるのか。 

○和氣ツーリズム推進課長 団体の収支と。 

○森本田村委員 事業所の収支か、施設の収支か、

どっちか。 

○和氣ツーリズム推進課長 施設でいいですか。 

○三本木委員 施設。 

○森本委員 事業所がどういう収支の会社なのかと

いう。 

○三本木委員 施設でいい。 

○田村委員長 課長補佐。 

○広瀬ツーリズム推進課長補佐 塩原もの語り館の

収支なんですけれども、令和６年度の数字を出さ

せていただきたいと思います。 

  令和６年度に関しましては、利用料金収入が52

万6,070円、令和６年度の給与費が、こちら896万

円ほどですね、人件費が。合計としまして1,369

万円ほど、そのほかの経費がかかっているので、

管理費の合計が2,265万7,000円ほどになっており

ますので、指定管理料としまして2,253万4,000円

を市から支払って経営しているような形です。 

○三本木委員 何か、この売上げというので、利益

が50万というか、何かえらい少ないような感じる

のだけれども、目的が違うから仕方ないけれど50

なんで、もっと稼げるんじゃないかと思うんだけ

れども。 

○田村委員長 課長補佐。 

○広瀬ツーリズム推進課長補佐 この52万6,000円

に関しましては、もの語り館って展示室があるん

ですけれども、それの入園料になります。 

○三本木委員 あれ、お土産販売とかやっていなか

ったっけ。 

○田村委員長 課長補佐。 

○広瀬ツーリズム推進課長補佐 お土産販売に関し

ては、指定管理者の自主事業になりますので、こ

ちらの経費には乗ってこないような形になります。 

○田村委員長 いいですか。 

○三本木委員 分かりました。 

○田村委員長 そのほかはよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○田村委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ
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んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  ないようですので、討論を終結したいと思いま

すが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第96号 公の施設の指定管理者の指定につ

いては原案のとおり可決すべきものとすることに

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第96号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  ここで、建設経済常任委員会を予算常任委員会

（第三分科会）に切り替えて審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第８６号の説明、質疑、議

員間討議、討論、採決 

○田村委員長 それでは、議案第86号 令和７年度

那須塩原市一般会計補正予算（第７号）を議題と

いたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○和氣ツーリズム推進課長 （議案第86号について

説明。） 

○田村委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。質疑はありますか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 ないようですので、質疑の途中です

が、議員間討議に入ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第86号 令和７年度那須塩原市一般会計補

正予算（第７号）は原案のとおり可決すべきもの

とすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第86号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９０号の説明、質疑、議

員間討議、討論、採決 

○田村委員長 次に、議案第90号 令和７年度那須

塩原市温泉事業特別会計補正予算（第２号）を議

題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 
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○和氣ツーリズム推進課長 （議案第90号について

説明。） 

○田村委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。質疑はありますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第90号 令和７年度那須塩原市温泉事業特

別会計補正予算（第２号）は原案のとおり可決す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第90号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  ツーリズム推進課所管の審査事項は以上となり

ます。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 零時３８分 

 

再開 午後 １時４５分 

 

○田村委員長 休憩前に引き続き、委員会を再開い

たします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎建設部の審査 

○田村委員長 ただいまから建設部の審査に入りま

す。 

  初めに、建設部長から御挨拶をお願いいたしま

す。 

○鈴木建設部長 （挨拶。） 

○田村委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎保全管理課の審査 

○田村委員長 ただいまから保全管理課の審査に入

ります。 

  保全管理課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９９号の説明、質疑、議

員間討議、討論、採決 

○田村委員長 それでは、議案第99号 市道路線の

認定についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  保全管理課長。 

○君島保全管理課長 （議案第99号について説明。） 

○田村委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 
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  小出委員。 

○小出委員 認定路線の中で、北赤田とあるんです

けれども、これの場合、開発道路。 

○田村委員長 課長。 

○君島保全管理課長 これも開発に伴っての道路に

なります。 

○田村委員長 小出委員。 

○小出委員 これって何の開発なんですか。 

○田村委員長 係長。 

○小林管理係長 分譲の開発なんですけれども、既

存の市道がありまして、そこから中にＬ字で入っ

ていく補助道を造ったものになります。 

○田村委員長 そのほか。 

  三本木委員。 

○三本木委員 この市道の受入れということなんで

すけれども、これは、受入れには条件とかそうい

ったものがあるんですか。こういったものなら受

け入れるけれども、こういったものは受け入れな

いとか、そういった基準というのは。 

○田村委員長 係長。 

○小林管理係長 那須塩原市市道路線認定要項とい

うのがありまして、その中で市道として受け入れ

られるものにつきましてを定めております。 

○三本木委員 例えば、ざっくり言うとどんなもの

が受け入れられるか、どんなものが受けられない

んだか。 

○田村委員長 係長。 

○小林管理係長 その中の第３条なんですけれども、

幅員及び構造というところがありまして、幅員で

すと原則として６ｍ以上、あと２番目としまして

道路の交差点箇所が適切であること、そこに合わ

せまして隅切りがあることとなっております。 

  また、排水施設等々につきまして、側溝より排

水施設が設けてあること、また占用物件等につい

ての配置が適当であるということが定められてい

ます。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 これで2,983という数字が出てきて

いるんですけれども、市道路線は。これ、毎年で

言うと、それを今度は市が管理するわけでしょ。 

  どんどんお金がかかってくるような気がするん

だけれども、そういうものですか、要は。 

○田村委員長 係長。 

○小林管理係長 都市計画法のほうに定めがありま

して、都市計画法の第40条なんですけれども、第

２項にありますけれども、この中に開発許可を受

けた開発行為に関する工事により設置された公共

施設につきましては、当該施設を管理する地方公

共団体のほうで帰属するというのがありまして、

その法律がある限りは開発が許可されて、開発が

終わりましたら、市のほうに帰属することになっ

ております。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 そうすると、今度はこのとおり管理

費がかかってくるわけでしょ。穴が空けば補修を

しなくちゃならない、穴が空けば。どんどんかな

りかかってきているでしょ、多分昔に比べたら、

維持費というか。 

○田村委員長 課長。 

○君島保全管理課長 当然、数が増えてきて、もち

ろん距離も増えますし、それに穴が空いたという

ので直すというので、結構大分かかってきていま

す。 

○三本木委員 そうだよね。分かりました。 

○田村委員長 そのほか大丈夫ですか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 
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〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第99号 市道路線の認定については原案の

とおり可決すべきものとすることに異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第99号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  ここで、建設経済常任委員会を予算常任委員会

（第三分科会）に切り替えて審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第８６号の説明、質疑、議

員間討議、討論、採決 

○田村委員長 それでは、議案第86号 令和７年度

那須塩原市一般会計補正予算（第７号）を議題と

いたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○君島保全管理課長 （議案第86号について説明。） 

○田村委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。質疑はありますか。 

  三本木委員。 

○三本木委員 道路維持管理費ですか、警察との調

整の結果、面積が70平米増えた、この認識の違い

というか、多分市と警察とで認識の違いがあった

でしょうけれども、何かずれてたあれがあるんで

すか。差というか。 

○田村委員長 部長。 

○鈴木建設部長 当初、この道路自体は、那須拓陽

高校の農場から大田原街道線に出るところでござ

います。その部分が鋭角にちょっとぶつかってい

る交差点なんです。それを市道で考えていた図面

というのが、隅切りをして、鋭角の部分を、左に

曲がりづらいんです、そこを隅切りで曲がると、

そういった図面だったんですが、警察の協議で、

直角にぶつけろと、広角、要は鋭角じゃなくて直

角にカーブでぶつけろと、そういった部分で面積

が増えたという。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 市はそれ、突っぱねることはできな

いんですか。 

○田村委員長 部長。 

○鈴木建設部長 それはもう、交差点協議というの

は、交通管理者と道路管理者でお互いにやらなく

ちゃいけないという部分もありますし、道路の交

差点はやはり90度というのがやはり基本というこ

とで、どうしようもないときには何度までという、

そういった基準はございますけれども、基本的に

は90度ということで、やはりそれで安全を図ると

いうことで、市のほうでもそれで納得していると

いうことです。 

○三本木委員 分かりました。 

○田村委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入
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ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第86号 令和７年度那須塩原市一般会計補

正予算（第７号）は原案のとおり可決すべきもの

とすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第86号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  保全管理課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩とします。 

 

休憩 午後 １時５８分 

 

再開 午後 ２時１５分 

 

○田村委員長 休憩前に引き続き、委員会を再開し

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎環境戦略部の審査 

○田村委員長 これより環境戦略部の審査に入りま

す。 

  初めに、環境戦略部長から御挨拶をお願いしま

す。 

  部長。 

○髙久環境戦略部長 （挨拶。） 

○田村委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎カーボンニュートラル課の審査 

○田村委員長 ただいまからカーボンニュートラル

管理課の審査に入ります。 

  カーボンニュートラル課の皆さん、お疲れさま

です。 

  カーボンニュートラル課については、建設経済

常任委員会に対する付託案件がありませんので、

建設経済常任委員会を予算常任委員会（第三分科

会）に切り替えて審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第８６号の説明、質疑、議

員間討議、討論、採決 

○田村委員長 それでは、議案第86号 令和７年度

那須塩原市一般会計補正予算（第７号）を議題と

いたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  カーボンニュートラル課長。 

○福田カーボンニュートラル課長 （議案第86号に

ついて説明。） 

○田村委員長 説明が終わりましたので、質疑を許
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します。 

  森本委員。 

○森本委員 11ページの地球温暖化対策推進費なん

ですけれども、今回248万2,000円の補正で増える

ということなんですけれども、これで増えて、何

社ぐらいの中小企業、何社ぐらいがこの認定を受

けることになるのか、教えてください。 

○田村委員長 課長。 

○福田カーボンニュートラル課長 昨年度、令和６

年で２件認定しております。 

  先ほど申し上げたとおり、今年度の交付が６件

ありまして、３件増額しましたので、12件になる

予定でございます。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 この財源は、100％国からの補助金と

いうことでしょうか。 

○田村委員長 課長。 

○福田カーボンニュートラル課長 基金からの繰入

金ということで、気候変動対策基金、原資はもと

もとふるさと納税で積み立てたものなので、全額

基金からの繰入金。国庫ではないと。 

○森本委員 国庫じゃないんだ。 

○福田カーボンニュートラル課長 はい。繰入金で

す。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 じゃ、これは、これに対して国から補

助金は一切ないということですか。 

○田村委員長 課長。 

○福田カーボンニュートラル課長 そちらの制度は

ございません。 

○森本委員 分かりました。 

○田村委員長 いいですか。 

○森本委員 もったいないね。 

○田村委員長 そのほか質疑はありますか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第86号 令和７年度那須塩原市一般会計補

正予算（第７号）は原案のとおり可決すべきもの

とすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第86号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  カーボンニュートラル課所管の審査事項は以上

となります。 

  ここで暫時休憩とします。 

 

休憩 午後 ２時２２分 

 

再開 午後 ２時２５分 

 

─────────────  ◇  ───────────── 
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◎散会の宣告 

○田村委員長 それでは、以上で本日の委員会を散

会とします。 

 

散会 午後 ２時２５分 
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建設経済常任委員会及び予算常任委員会（第三分科会） 

 

令和７年１２月１１日（木曜日）午前９時５８分開会 

 

出席委員（８名） 

委 員 長 田 村 正 宏 副 委 員 長 堤   正 明 

委 員 戸 張 靖 久 委 員 小 出 浩 美 

委 員 三本木 直 人 委 員 室 井 孝 幸 

委 員 森 本 彰 伸 委 員 松 田 寛 人 

 

欠席委員（なし） 

 

紹介議員（なし） 

 

説明のための出席者 

産業観光部長 粟 野 誠 一 商工振興課長 江 面 史 彦 

商工振興課長 
補 佐 兼 
商 業 係 長 

渡 邉 純 子 工 業 係 長 渋 谷 亮 介 

 

参考人 

 岩 村   龍  平 山 直 樹 

 

 

出席議会事務局職員 

事 務 局 長 平 井 克 巳 書 記 高 橋 達 彦 

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．審査事項 

   〔陳情審査〕 

    ・陳情第４号 那須野ふるさと花火大会に係る市補助金増額に関する陳情 

  ３．その他 

  ４．閉 会 
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開会 午前 ９時５８分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○田村委員長 それでは、定刻前ですけれども、お

集まりなので、始めたいと思います。 

  皆さんおはようございます。 

  散会前に引き続き委員会を再開いたします。 

  ただいまの出席委員は８名です。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎審査事項 

○田村委員長 それでは、次第２、審査事項に入り

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎陳情の審査 

○田村委員長 ただいまから陳情の審査に入ります。 

  ここで、請願・陳情の審査についてお知らせし

ます。 

  請願陳情の採択は、会議規則第143号のとおり、

採択とすべきもの、または不採択とすべきものの

どちらかとなります。 

  議会の教科書である議会運営の実際によると、

請願・陳情の審査基準は、①願意が妥当であるこ

と、②原則として当該団体の権限に属する事項で

あること、③実現の可能性があることを挙げてい

ます。また、採択とすべきものとは、陳情・請願

全体を採択することを言うと記載がされておりま

す。 

  以上のことを念頭に置いて御判断いただきます

ようお願いいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎陳情第４号の説明、質疑、議員

間討議、討論、採決 

○田村委員長 では、陳情第４号 那須野ふるさと

花火大会運営補助金の増額に関する陳情を議題と

いたします。 

  本件については、本日、参考人として陳情の提

出者である岩村龍氏と平山直樹氏を招致しており

ます。 

  それでは、初めに参考人から本陳情の趣旨を簡

潔に御説明願います。 

  着座で結構でございます。よろしくお願いいた

します。 

○岩村参考人 改めまして、那須野ふるさと花火大

会実行委員会の実行委員長を務めます岩村と申し

ます。よろしくお願いします。 

  こちらは、大会会長の平山でございます。 

  本日は御多忙の中、私どもが提出いたしました

那須野ふるさと花火大会運営費補助金の増額に関

する陳情につきまして、発言の機会をいただき、

委員長をはじめ委員の皆様には厚く御礼申し上げ

ます。 

  私どもは、隔年開催しておりますこの那須野ふ

るさと花火大会を通じ、地域の活性化、そして市

民文化の振興に努めてまいりました。 

  しかしながら、陳情書にも示しましたとおり、

昨今の物価の高騰、人件費でしたり設営費、花火

玉自体も火薬の高騰もあり、とても厳しい財政状

況の中にあります。 

  来年に控えた第20回大会、そして第21回以降の

開催というのが困難な状況になっており、今回そ

の旨で陳情させていただきました。 

  陳情の内容をちょっと簡潔に御説明させていた

だきますと、前回大会で頂いた150万円という補

助金から693万円という補助金に増額するようお
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願いしたく、内訳としまして、今までいただいて

いた水準の393万円に戻してほしい旨と、物価の

高騰費として200万円、そして今年が既に20周年

記念ということで、来年にはなってしまうんです

が、那須塩原市のＰＲができたらいいなと思って、

そちらのイベントの補助として100万円の合計693

万円としております。 

  第20回という大きな節目になりますので、ぜひ

とも来年の花火大会を成功させて、50回100回と

続くような文化にしていきたいと考えております

ので、市議会の皆様のお力添えをよろしくお願い

します。 

  本日は、我々の思いと覚悟を直接お話しできれ

ばと思いますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

  以上です。 

○田村委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  三本木委員。 

○三本木委員 岩村さんと平山さんの名前は今分か

ったんですけれども、所属団体とか、どういった

メンバーがこの花火大会の中心になっているのか、

商工会とかいろいろあると思うんだけれども、も

し分かる範囲内で。 

○田村委員長 参考人。 

○岩村参考人 団体の構成としましては、黒磯那須

青年会議所、そして那須塩原市商工会青年部、そ

して那須町商工会青年部の３団体が主となってい

て、そちらにボランティアの方だったりが入って

いるという構成になっております。 

  私は、黒磯那須青年会議所の所属で、平山会長

が那須塩原市商工会青年部の所属となっておりま

す。よろしくお願いします。 

○田村委員長 そのほか。 

 

  森本委員。 

○森本委員 その各団体のメンバーというのは、も

う自動的にその実行委員になっているのか、それ

とも、その中から希望者が実行委員になっている

のかと、どのような形なんですか。 

○田村委員長 参考人。 

○岩村参考人 おのおの所属している団体から、強

制的といいますか、繰り込まれているという形で

す。全員がです。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 どうしてもこの花火って、見える範囲

が限定されると思うんですよ。例えば、いつも河

川敷で行われていた、私、実はこの実行委員会に

入ったことあるんですけれども、１回だけ入った

ことあるんですけれども、見える範囲というのは

かなり狭い範囲になってくるのかなと、黒磯の一

部ぐらいかなと思うんですけれども、これを那須

塩原市全体に市民醸成とか、ここに書いている陳

情書を見ると、市のふるさとの一大イベントにし

ていきたいというふうな気持ちがここに書かれて

あるんで、那須塩原市全体のお祭りというかイベ

ントにしていくという工夫とかというのは、何か

考えていることがありますか。 

○田村委員長 参考人。 

○岩村参考人 これ、黒磯市のときから開催してい

る大会で、今も河川敷でやっているんですけれど

も、場所としてほかに上げられる場所、花火上げ

ると、安全地帯といいますか、花火上げるところ

から何ｍ空けなきゃいけないという範囲が結構広

く、なかなか場所の選定ができない。 

  黒磯那須の花火というイメージがまだ強いので、

先般、那須野ヶ原の青年会長の方ともちょっとお

話はしたんですけれども、行く行くはほかの西那

須野のほうも巻き込んだ大会にはしたいという思

いはあるんですけれども、まだ実現できていない
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のが正直なところです。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 そうすると、現状まだ、全体の工夫と

いうよりは、やはり黒磯地区と那須町とのお祭り

ですよというような考え方というのは、大体その

実行委員の人たちの中でもある、那須町は商工会

も入っているから、そういう認識であるというこ

とでよろしいですか。 

○田村委員長 参考人。 

○平山参考人 すみません。その辺も、場所の選定

というところで考えたら、そういうふうな形にな

るのかもしれないんですけれども、輪を広げてい

こうという今回、趣旨も趣意書の中にも入ってい

るんですけれども、私、那須塩原市商工会青年部

に所属しておるので、今回はその那須塩原市、隣

の西那須野商工会青年部を巻き込んだりとかとい

うことで、だんだん輪を広げていって、那須塩原

市民の大会であるということをやっていきたいと

いうふうに思っております。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 来年開催ということで時間はあると思

うんですけれども、そこにやはり工夫をするとい

うのは必要なのかなと。例えばシャトルバスを出

すとか、ＪＲと連携してＳｕｉｃａで来られるよ

うな感じにして３駅をうまく利用するとか、いろ

んな方法あると思うんですけれども、またそうい

うことは今後考えていくという方向でやるという

ことでよろしいですか。その辺のことも考えられ

るという。 

○平山参考人 そういったシャトルバスとかの運行

に関しても、実行委員会の会議では内輪の議題と

しては上がっております。ただ、どういうふうに

実現していくかというのは、まだ会議の中で話し

合っているところでございます。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 那須町の商工会とかも入っているとい

うことなんですけれども、那須町から補助金とか

というのはもらっているんですか。 

○平山参考人 はい、頂いております。 

○森本委員 どのぐらいもらっていますか。 

○平山参考人 30万円です。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 那須町からは、その花火が見える範囲

というのは結構広かったりするんですか。 

○平山参考人 那須町側から見ますと、国有林があ

るかと思うんですけれども、国有林の中に入って

しまえば見えるというところです。 

  昨年、私、副実行委員長を務めさせていただい

て、安全部というところにも携わっていたんです

けれども、那須町側からかなり歩いてくる方は多

かったなというふうに思っております。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 結局、議会でこれを陳情採択するとい

うのは、これはもう要は補助金をあげますよとい

うことにはならないんですね。議会で、いわゆる

これを採択して、これは意味があるというか、市

民の声として議会として認めますよ的な形になっ

てくると思うんです。 

  ですから、本来だったら議会から意見書を出せ

ればいいんでしょうけれども、今回の陳情はそう

いうところも出ているわけではないので、恐らく、

それでは執行部は、議会の決定であれば考慮しま

すよというだけになると思うんだけれども、そこ

は御理解いただいているということでよろしいで

すね。分かりました。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 さっきの話を聞いている範囲では、

今150万円だと、前は393万円もらっていたと。こ

の経緯は御存じですか。 

○田村委員長 参考人。 
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○岩村参考人 例年393万円を頂いていたんですが、

中止だったりとか、何かあったとき用の貯蓄とい

うか繰越金が残っていて、その繰越金があるのは

よくないよねというお話から150万円になったと

伺っておるんですが、その繰越金も前回大会で全

てなくなってしまって、今は完全ゼロベースから

のスタートになっております。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 あと、最初のあれはいろいろなもの

が高騰していると。人件費、設営費、花火自体も

ある。前回でも、今度の予定でないんですけれど

も、その内訳というか、どのような負担配分にな

っているか、ちょっと。 

○田村委員長 どうぞ。 

○岩村参考人 申し訳ありません。来年度のは細か

なデータが今現状ないんですけれども、増額分の

イメージ感なんですけれども、2016年に第16回那

須野ふるさと花火大会を行った際には、設営費と

安全費として合計438万円だったんですけれども、

昨年行われました前回大会では、設営費、工事費

として770万円、安全対策費で541万円、合計

1,300万円ほどで約３倍に上がっておりまして、

今年の予算で言いますと、設営費として800万円、

安全対策費で600万円見ております。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 あと人件費というのは、どういうも

のを人件費と言うんだろうね。 

○岩村参考人 申し訳ありません。人件費というと

ころは、花火、火薬の代金も上がっているんです

けれども、花火職人の方の金額も上がっている、

警備員自体の人件費のお金も上がっているという

ことで、我々はボランティアで人件費は存在して

いないんですけれども、物と人が動くお金も同時

に上がっているので、全体的な高騰が進んでいる

ということです。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 当然、市の補助金では足らないんで、

実行委員会で、よく見かけるんですけれども、寄

附とかそういうのを募っていると思うんですけれ

ども、その内訳というか、ある程度分かる範囲で

いいので、寄附とか協賛金とか、どんなふうにな

っているのか、ちょっとその辺を。 

○平山参考人 すみません、少々お時間いただいて。 

○小出委員 これ、補助金があったんなら、決算は

出していますよね。 

○松田委員 決算書は年ごとに提出されている。 

○小出委員 申請するときに決算書出ていると思う

ので、その決算書を見れば。 

○森本委員 後で確認してから。 

○小出委員 そこ出してもらって。 

○田村委員長 そのほか、いかがでしょうか。 

  小出委員。 

○小出委員 すみません、20周年記念イベントって

どんなイメージのことを考えているんですか。 

○田村委員長 参考人。 

○岩村参考人 記念のＰＲとしまして、市民の記憶

に残るような演出を考えておりまして、音楽と花

火をシンクロさせる演出の強化だったり、那須塩

原市の歴史だったり、そういうものが分かるよう

な、来ていただいた方に那須塩原市というメッセ

ージが残せるようなものを考えております。 

  具体的な内容については、まだ役員会でもんで

おりまして、正式なものはお答えできないんです

けれども。 

○小出委員 では、取りあえず100万という金がま

ず設定しちゃって、この金の中でその事業を考え

るということでいいんですか。これだけのことを

やるからこの金が必要だというよりは、ある程度

100万というのを取っておいて、その中でやれる

ことをやりたいということでいいんですか。 
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○田村委員長 参考人。 

○岩村参考人 役員会で話している話ですと、それ

以上のものがかかってきてはしまうんですけれど

も、その100万円という補助金を頂けたら、その

中でやりくり、もしくは協賛金と合わせて実施し

ようと考えております。 

○田村委員長 小出委員。 

○小出委員 １年もずれるというところで、来年に

20周年イベントというのをやる意味がどれだけあ

るかなというのもちょっとあって、そんなところ

が、あらかじめ20周年というところに、こういう

ことやりたいという思いがあって、ある程度もう

固まっているんだと思うんですよね。だから、こ

れだけのお金がかかるという。 

  ただ、具体的なものを今考えている中で取りあ

えずお金という話になると、何かその辺の捉え方、

もう少し練り上げてから出してもらったほうがい

いのかなというふうな感じがするんですよね。 

○田村委員長 どうぞ。 

○岩村参考人 役員会で決定していないので、お伝

えするのかどうかと思っていたんですけれども、

一応、ドローンショーを考えておりまして、それ

は協賛企業の名前を出したり、いろんな絵をドロ

ーンで描いたりという中で、那須塩原市の成り立

ちだったりとか、そういうものをＰＲしていこう

かなと考えております。 

○田村委員長 どうぞ。 

○小出委員 具体的にドローンという話があるけれ

ども、ドローンって結構金かかるんです。それで

100万というのは結構きついんじゃないかという

気もするんですけれども、何とかいけそうですか。 

○田村委員長 もし答えられれば。 

○岩村参考人 ドローンショー自体は100万円では

行えないんですけれども、那須塩原市のＰＲにド

ローン全て使うわけではないので、あくまでも20

回大会の記念としてのイベントに、そこに那須塩

原市のＰＲという部分で入れていきたいと考えて

いますので、全額というわけではありません。 

○田村委員長 そのほか。 

  森本委員。 

○森本委員 団体が結構、いわゆる商業関係の団体

の人たちが実行委員に入っているということなん

ですけれども、例えば労務費だったりとか、商工

会だったら事業費とかだと思うんですけれども、

そういうところからの出費とかもされているんで

すか。 

○平山参考人 商工会の親会からは補助を頂いてい

たと。 

○森本委員 労務からは。 

○平山参考人 労務からは出ていない。 

○森本委員 そうすると、青年会議所の場合は企業

から協賛が出るかぐらいの感じということでいい

んですか。 

○岩村参考人 各メンバー、各々の企業から協賛し

ている形で、青年会議所からはその名目で出すの

はちょっと難しいところがあるんで、昨年、夏の

暑い時期でしたんで、ジュースだったり、そうい

うものを出しているという感じになります。お金

としては出していないです。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 多分、事業費として出せないことはな

いとは思うんですけれども、それはいいとして、

例えば今度この事業、20周年記念イベントであっ

たりとか、あと今度、那須塩原市の花火大会をす

るという場合に、その周辺地域とか、そちらに対

するプロモーション的なものというのはどんなこ

とを考えているのか教えてください。 

  観光客とかも多分来られるようなイベントにす

れば、もっと例えば市内から出てくると思うんで

すけれども、本当にもう例えば市内だけのイベン
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トとしてやるのか、それとも観光客もあてにする

ような、そういうイベントにするんであれば、例

えば、ほかの県外の人たちだったりとか、他市の

人たちとかにプロモーション的なポスターとかを

ＪＲの駅に、宇都宮駅だったりとか、場合によっ

ては東京駅、上野駅とかに貼ってもらうというこ

とも考えられると思うんですけれども、そういう

ふうなプロモーション的なものは考えていますか。 

○田村委員長 参考人。 

○岩村参考人 申し訳ありませんが、そこまでは考

えておりませんでした。 

  ただ、ＳＮＳ、そしてホームページ、ネット上

では拡散していくんですが、今、御意見いただい

たように駅だったり、そういうところにも貼って

いって、市外からも誘致できるような対応をして

いきたいと思います。 

○森本委員 アイデアとして意識をしてもらえばい

いのかもしれないので。分かりました。 

○田村委員長 そのほか。 

  室井委員。 

○室井委員 昨年の花火大会のときには、必要を踏

まえた、牛乳で乾杯をギネスで挑戦しようみたい

な形のイベントがあったかと思うんですが、まだ

役員会もあんまり開いていないと思うんですけれ

ども、今年、20回という記念大会として、何か考

えていることとかというようなのがあったりしま

すか。 

○田村委員長 参考人。 

○岩村参考人 20回大会として、先ほど申し上げた

ドローンショー、そして今回は、昨年は有料席と

して販売してお金のやりくりをしていたんですけ

れども、今回お金がちょっと足りないというとこ

ろで、芝生エリアは有料制で、席ではなくエリア

として、入場料としてお金がかかって入っていた

だいて、その中でもマルシェのような感じで飲食

だったりの物を売ろうかなと考えております。 

○室井委員 分かりました。もし、去年のギネスに

挑戦はちょっと足らなかったんで、もう一回リベ

ンジじゃないですけれども、してもらえるのかな

とちょっと思ったものですから、またそれも参考

にして。 

○田村委員長 堤委員。 

○堤副委員長 各地で花火大会が開かれていると思

うんですけれども、今回企画される花火大会、特

色といいますか、それが何かあったらお聞かせい

ただきたい。違いといいますか。 

○田村委員長 どうぞ。 

○平山参考人 各花火大会の上がる数、それを見る

とやっぱり１万発とか、そういったところとか、

本当に5,000発とかでも花火大会として大々的に

やっているんですけれども、我々の那須野ふるさ

と花火大会は、もう諸先輩方ずっとやり続けてい

るのは、２万発というところです。これほどの規

模は多分、県内でいうと小山市と並ぶぐらいの花

火大会になるんじゃないかなと思っております。 

○田村委員長 堤委員。 

○堤副委員長 ２万発ということで、また波及効果

といいますか、当然なかなか、旅館もあるし、花

火だけじゃなくて多分お店も出されるんだと思う

んですよね。どういうふうな波及効果を狙ってい

るのかお聞かせいただきたい。 

○田村委員長 どうぞ。 

○平山参考人 今回は先ほどマルシェというところ、

イベントのところの話なんですけれども、そのマ

ルシェに入れる企業さんというのは、那須塩原市

の飲食店を営んでいる方に入っていただきたいと

いうところで、そういった地元ならではのお店と

いうものはあるかと思いますので、そういった方

に入っていただいて、来てくれたお客様に楽しん

でいただくということも考えております。 
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○田村委員長 堤委員。 

○堤副委員長 市制20周年というタイミングがあっ

て、例えば花火をちょっと牛の形をした花火を上

げるとか、何かそういうのはあるんですか。そこ

までは考えていないですか。 

○平山参考人 ドローンショーであればできるかと。

花火の形はちょっとなかなか難しいですけれども。 

○田村委員長 そのほか。 

  戸張委員。 

○戸張委員 お疲れさまです。 

  私からは、先ほど市からの補助が今、現行150

万ということで、これ全体的に、例えばですけれ

どもクラウドファンディングとかで何か資金を募

ったりとかという考えはいかがでしょうか。あり

ますか。 

○田村委員長 参考人。 

○岩村参考人 前回大会で、クラウドファンディン

グをやったほうがいいんじゃないかという意見は

役員会の中でも出たんですけれども、返す返礼品

であったり、あと手数料が結構20％とか取られた

りするところもあったので、それを踏まえて前回

大会は有料販売席という形で施行させていただき

ました。 

  今大会につきましても、クラウドファンディン

グは現状考えておらず、有料エリア、有料販売席

で行うと考えております。 

○戸張委員 分かりました。 

  あと、これ先ほどの質問の中でもマルシェを市

内の方にということでしたけれども、限定される

んですか。それとも、市外の方もマルシェに入っ

てお店、出店できるような形で考えているんです

か。限定されるのかという、そこをもし考えが決

まっていたら。 

○田村委員長 参考人。 

○岩村参考人 現状、市内限定になっておりまして、

御応募いただいた企業さん、店舗さんを役員会の

ほうで選定して、出店していただくというような

形になっています。 

○田村委員長 どうぞ。 

○戸張委員 これ那須町も、本当に那須塩原市内で

ということで、もう限定するということでよろし

いですか。 

○岩村参考人 那須地区も入ります。黒磯、那須地

区、そして那須塩原市、那須町の企業さんからと

いう話であります。 

○田村委員長 どうぞ。 

○戸張委員 分かりました。 

  最後なんですけれども、これ先ほどドローン使

うということですけれども、ドローンというのは

これ、例えば市内の会社というか、そういうとこ

ろなんですか。どうでしょうか。 

○田村委員長 参考人。 

○岩村参考人 ドローンショーをやっている企業さ

んというのは、大きいところでは日本に２つしか

なくて、ドローンショージャパンさんとレッドク

リフさんというところで、２つの企業さんとちょ

っとお話はさせていただいたんですけれども、そ

のほかに県内で農家のほうでやっている企業さん

がいるというところで、今現在、連絡を取り始め

たところ、まだ取れていないんですけれども、今

後お電話する予定です。 

○田村委員長 どうぞ。 

○戸張委員 ありがとうございます。 

  私も2024年に開催されたときに、子どもと一緒

に見させていただいて、すごいやっぱり地域のお

祭りというのを感じていいなと思ったんですけれ

ども、ドローン、やっぱり市内でも結構活躍され

ている方というか、規模の問題もあるかと思うん

ですけれども、一応市内の方にアプローチという

のはされたんですか。例えばドローンで使って市
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内の方で採用というか、できるものはないかなと

いうのは当たられたりしましたか。 

○田村委員長 参考人。 

○岩村参考人 まず、市内でドローンショーやって

いるところがあるのかという確認をしたんですけ

れども、私どもでは見つけられなく、大きい日本

の２つの企業さんにアプローチしたり、農家のほ

うでお話が来ているんですけれども、もっと近く

でもしお知り合いの方がいて、御紹介していただ

けたら。 

○田村委員長 知っているところあるの。 

○戸張委員 いや、何か鍋掛のお祭りのときにドロ

ーンを飛ばしていたりということで。 

〔「ドローンを飛ばすのとドローンショー

は違うから」と言う人あり〕 

○戸張委員 そうですね、規模があれなんですけれ

ども。撮影に関してこうやったりしてというお話

があったので。そこで、この規模でできるかどう

かというのをちょっと聞いてみて、もしあれであ

れば御連絡、個人的にしたいと思います。ありが

とうございました。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 陳情書見たの前だったので、記憶も

あれなのかもしれないんだけれども、経済効果と

いうのはその花火大会によって、宇都宮とか、上

げてあったような気がしたんだけれども、この経

済効果、金だけでは上がらないものもあるでしょ

うけれども、そういうものの計算しているあれは

あるんですか。 

○田村委員長 どうぞ。 

○平山参考人 請願書というか、書類では作ってあ

るんですけれども、ざっくり延べ７万人の集客を

見込んでおります。新聞発表なので、５万人かそ

こらぐらいなのかなという感じはするんですけれ

ども、基本的に大体インターネットとかで調べる

と、来てどのぐらいのお金を落とすんだというと、

大体１人１万2,000円になります。 

  そうすると、計算しますと７万人で計算すると

ざっくり言って約８億円ということになります。

そこにさらに宿泊費とか交通費とかというところ

にお金が落とされるということで、那須塩原市さ

んにしても、多分戻ってくるものもあるのではな

いかというふうには思っております。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 基本的に大きい長岡とか大曲とか、

いろいろあるけれども、どこの花火大会も物価高

騰とかあれで苦慮しているみたいで、様々な工夫

をして実行に踏み切っているようなんだけれども、

そういった情報というのは入っていますか。アイ

デアというか。さっきも出ていたんだけれども。 

○平山参考人 先ほど、岩村実行委員長からも話が

あったんですけれども、有料観覧席とかそういっ

た自走できるものは自走しようと努力はさせてい

ただいています。もちろん入場料とか、そういっ

たものも、ほかの花火大会の金額とかを参考にさ

せていただいて金額設定させていただいています。 

  なので、ほかの大会も皆さん御存じのとおり、

入場料かなり高く取って開催しているんじゃない

かというのは多分知っていたと思うんですけれど

も、そういったところで情報としては持っている

というところです。 

○田村委員長 どうぞ。 

○岩村参考人 お金の集め方についてなんですけれ

ども、まだ役員会で話している最中なんですが、

来年はスポンサーＴシャツを作ろうかというお話

も出てきて、企業さんに大きい協賛金頂いたとこ

ろはＴシャツに企業名書いて、街頭協賛だったり、

ＳＮＳで発信してというところなんですが、初め

ての試みなので、古くから協賛していただいてい

る企業さんから何か不満が出るかもしれないんで
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すが、ただやらないことにはお金集まらないとい

うことで今検討しております。 

○田村委員長 松田委員。 

○松田委員 御苦労さまです。 

  僕も実行委員会入っていたんで。歴史ある黒磯

から始めれば四十何回ですか。歴史ある、40回も

やる花火大会、そうはない、現在。一番古いのは

芦ノ湖とかあっちのほうで、相当古いのはありま

す。唯一、自分たちで協賛集めてやる花火大会と

いうのは、足利とここの大会だけなんです。栃木

県。あとはみんな、行政がお金出して花火打ち上

げています。 

  だから、歴史があって、また自分たちで、僕ら

もさんざん文句言われながら協賛集め、いろいろ

ありましたけれども、歴史があるというところが

本当にすばらしいものがあって。 

  大体、今は約７万人来ているんですか。僕らの

頃は５万人以上言うなと警察から言われまして、

あんまり多いと駄目だと言われて、新聞報告だと

７万だから、警察もそれでオーケー出しているん

だなと思うんですけれども、そういう歴史等があ

って。 

  協賛が集まらない、昔は370万頂いていたとい

うお話。いろんなお金の集め方をやるのも本当大

変なのかなと思いますし。 

  経済効果も先ほど言ったとおり、もっとあるん

じゃないかなと思いますけれども。長岡で大体

300億超えているんですよね、経済効果。隅田川

が200億ぐらいと言われている。でも人数が違い

ますから、桁が違うんで。 

  歴史があって、今後とも、毎年やっている花火

大会ではないんですよね。２年に１回で、この前、

第19回が６年ぶりにコロナでできなかったんで、

それも結構大変だったのか。２年ごとにやってい

れば前のデータがある程度あるから、大体のやり

方が分かるんですけれども、６年やっていないと、

多分大変だったんじゃないかなと思いますけれど

も。 

  今後、お金の資金も大変でしょうし、青年部た

ちがどういった考えで、先輩の伝統をずっと守ら

なきゃいけないということも、ここはないと思う

んですけれども、それに近いものを後輩たちがや

ってくれるというのは、とても大事なことなのか

なとは思いますけれども、無理せずやっていって

いただければなと思っていますし。 

  今後、那須塩原市全体に話を持っていくという

やり方をしないと、前の執行部の意見をちょっと

見させていただいたときは、那須町の協力があま

り少ないという御指摘が出ていたこともあって、

協力関係をいかに皆さんが引きつけていくかとい

うのは課題なのかなと思いますし。違うＪＣの方

もいますから、あとは西那須野商工会の青年部た

ちと、昔から仲悪いわけではないんで、いつも協

力関係でやっていたので、そういう人たちを巻き

込んで、もっといい大会にしてもらえればと。 

  僕らができることは、予算を出すことじゃない

かというものもありますけれども、いずれにしろ、

２年に１回やるということなので、大変かと思い

ますけれども、頑張っていただければ。よろしく

お願いします。 

○田村委員長 三本木委員。 

○三本木委員 これをなぜやるかという、その理念

というかテーマというか、例えば長岡の花見なん

ていうのは、いろんな慰霊とか、そういうもので

やっていると思うんだよね。 

  私、三本木なんだけれども、獅子舞、400年も

続いているんだけれども、郷土芸能みても巻狩な

んかどんなだ、やらされた官製祭りだか何かかも

しれないけれども、結局なくなっちゃった。しっ

かりしたテーマ、一体何のためにこのお祭りをや
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る、それがないと求心力がないというか続かない

というか。 

  もう一回、何のためにやるんだかと、そういう

ものは必要じゃないかなと思うんだけれども、ど

うでしょうか。 

○田村委員長 参考人。 

○岩村参考人 大会趣意書にも書かせていただいて

いるんですけれども、３つの理念がありまして、

このまちが将来を託す子どもたちに夢と感動を与

えるために、このまちが心から愛せるふるさとで

あるために、このまちが明るく心豊かなまちであ

るためという３つの理念を書かせていただいてお

ります。 

○田村委員長 あとはどうでしょうか。いいですか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 それでは、これをもって参考人に対

する質疑を終了したいと思いますが、異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 参考人に対する質疑を終了いたしま

す。 

  本日はお忙しい中にもかかわらず、貴重な御意

見を述べていただきまして、大変ありがとうござ

いました。 

  本委員会として、ただいまの御意見等を参考に

今後の審査に十分に生かしてまいりたいというふ

うに思います。本日はありがとうございました。 

  ここで参考人退席のため、暫時休憩といたしま

す。 

 

休憩 午前１０時３６分 

 

再開 午前１０時３８分 

 

○田村委員長 休憩前に引き続き委員会を再開しま

す。 

  商工振興課の皆さん、お疲れさまです。 

  挨拶については、昨日の議案の審査の際にいた

だいておりますので、このまま陳情の審査を再開

いたします。 

  それでは、提出された陳情第４号 那須野ふる

さと花火大会運営費補助金の増額に係る陳情に関

する担当課への質疑を許します。 

  森本委員。 

○森本委員 先ほど、参考人から質疑をさせていた

だいた中で、前々大会までは補助金額が393万だ

ったのが150万まで減額されたということなんで

すけれども、その減額に至った経緯を教えてくだ

さい。 

○田村委員長 課長。 

○江面商工振興課長 この補助金の額ですが、前回

まで393万円出していたんですが、途中でコロナ

禍になりまして、中止、あとは規模の縮小という

ことがありました。 

  令和６年度にまた通常大会に復帰したいという

お話があったときに、一応うちのほうでも事業計

画はお伺いしておりました。ただ、その中で、補

助金の額が、前回が120万ちょっとだったもので

すから、その前年度の採用の金額の経過と実施状

況と、それと自主財源の確保のほうに努めていた

だきたいというお話をさせていただきまして150

万円、出していた額では、４年、５年が110万、

120万だったんですけれども、全額で150ちょっと、

足した額で150万ということです。残りの足りな

い分、通常大会にする場合には自主財源の確保を

お願いしたいということで、150万で補助金を計

上したところでございます。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 そうすると、前大会までの補助金が

393万円だったというのは間違いということです
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か。 

○田村委員長 課長。 

○江面商工振興課長 平成30年大会、第18回大会は

393万円でした。令和４年、５年は、４年が120万、

令和５年、110万を出していたかと思います。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 じゃ違うの。４回前ぐらい、393万円

とするのは何回前なの。 

○江面商工振興課長 平成30年の大会。 

○森本委員 平成30年、何回空いているの。 

  間はコロナでやっていないよね。 

○江面商工振興課長 やっていなんです。 

○森本委員 じゃ、前々回ということでは間違いな

いんですよね。前々回393万と言ったけれども、

今言ったように110万、120万、150万というふう

にやっているというんで、ちょっと増えているよ

うな話になったじゃないですか。だけれども、こ

の陳情書の中では、393万円を前々大会でもらっ

ているということなんです。前々大会ということ

は、コロナの明けたすぐぐらいの大会で393万円

もらっているというふうに……。 

○田村委員長 前回、だって６年ぶりにやったわけ

でしょう。 

○森本委員 前回は６年ぶりで、でも間に120万と

110万が入っているというんだけれども、前々回

が393万というのが間違いだったということです

ね。 

  開催していないのに補助金出していたというこ

と。 

○渡邉商工振興課長補佐 通常開催という意味で、

平成30年が第18回で、令和６年が第19回なんです。

その間に、実行委員会のほうで学校とかで打ち上

げていただいたのが、それがその予算ということ。 

○森本委員 じゃ、通常大会として、前々回が393

万円ということは間違いないということでいいで

すか。 

○江面商工振興課長 はい、そうです。 

○森本委員 じゃ規模を小さくしたから、少なくし

たという考え方ですね。 

  だとすると、次の大会にはまた393万円に戻る

ということは考えられるのかというのを聞きたい

んですけれども。小規模にしていたから少なかっ

たんでしょう。 

○田村委員長 課長。 

○江面商工振興課長 補助金の考えとしましては、

今回増額という陳情で上がっておるんですけれど

も、今回開催するというときに御挨拶いただいて、

その中で補助金の増額もお願いというのは聞いて

おります。 

  ただ、市のほうとしても、これらの状況を踏ま

えて、そこで同額程度の補助金で考えているとこ

ろでございます。 

○森本委員 同額というのは393万ということ、そ

れとも150万と。 

○江面商工振興課長 昨年の同額。前回、令和６年

度分の開催と同程度の補助金額で予算編成を進め

ていると。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 そうすると、393万から前回の150万円

に減額されたその経緯というか、どうして減額さ

れたのかというのはちょっと見えてこないですけ

れども、それはなぜなんでしょう。 

○江面商工振興課長 令和６年に通常大会に戻ると

いうことで、当初予算としては通常で393万に戻

るということだったかもしれないんですけれども、

内部調整の中で、自主財源、自立した運営を進め

ていただきたいということで、自主財源を確保の

お願いをするのと、小規模大会ではあったんです

けれども、花火大会、開催はできておりましたの

で、この額での主催につとめて通常大会の規模で
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やるんであれば、そちらの額でお願いしたいとい

うことで、150万のままで来たというところでご

ざいます。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 ではその際に、例えば実行委員会のほ

うから、こんな形で自主財源を集めますとか、そ

ういうような説明、だからここまでの自主財源を

集めるんだけれども、我々はこれだけの自主財源

を集めます、寄附で幾ら集めます、それで例えば

升席の販売で幾ら上げます、でも市からはこの金

額は補助金出してもらいたいんだというような、

具体的な予算的な要望はなかったということでい

いですか。自主財源を求めますと言っているとい

うことは。 

○田村委員長 補佐。 

○渡邉商工振興課長補佐 花火大会のほうは、大規

模に観覧料を取ったというのは、令和６年の大会

が初めてだったと思います。小規模なものは多分

あったかとは思うんですけれども、そういう中で

やってみなければ分からないというところが正直、

実行委員会さんのほうでもあったと思うので、そ

こは市としては確保をお願いするというような形

の話で、前回の令和６年の大会はやったところで

ございます。 

○田村委員長 森本委員。 

○森本委員 そうすると、もう来年度の花火大会開

催するに当たっての補助金額というのは、まだま

っさらというか、これから検討するという形でよ

ろしいですか。 

○田村委員長 課長。 

○江面商工振興課長 現在、同程度の補助金で進め

ているという段階でございますので、まず詳細な

事業計画とか、実際どのような事業にするのか、

どういう自主財源を求めるしても、どちらとして

も自走はしていただきたいというのはありますの

で、どういうふうに自主財源を確保するのか、そ

ういったものとかを見極めながら、補助金の額は

検討していきたいと思います。 

○田村委員長 そのほか。 

  小出委員。 

○小出委員 減らされたというのは、例の棚卸しと

か何かのあれですか。300万から120万になったと

いうのは、棚卸しか何かのターゲットになってと

いう話ですか。 

○田村委員長 補佐。 

○渡邉商工振興課長補佐 棚卸しということではな

くて、あくまで、ほかの花火大会同様、やっぱり

観覧席を設けたり、協賛金というのが結構入って

くるというのをほかのイベントでも聞いておりま

すので、自主財源の確保を何とか努められるので

はないかというところの判断で、棚卸しというと

ころではなかった。 

○田村委員長 どうぞ。 

○小出委員 じゃ、棚卸しというのは入っていなか

った。 

○渡邉商工振興課長補佐 入っていなかったです。 

○小出委員 そうすると、あと150万の根拠という

ところで、例えば全体事業費見て、多分、あとで

もらいたいんだけれども、今までの決算書、花火

大会のずっとこれまでの決算書、多分、補助金出

している以上、こっちに上がっていると思うので、

もし決算書のデータがもらえるんだったら、それ

提供していただきたいのと。 

  あとは150万の全体事業の何割程度というのだ

ったらばもう、増減するというふうにやるのか、

もう定額で150という金額ありきで積算している

のか、その補助金を出すための考え方だね。その

辺のところは収支見て、自主財源はこれだけ期待

するから補助金はこれだけにしようみたいな、そ

の150万の積算根拠みたいなものがもし何かあれ
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ば。 

○田村委員長 補佐。 

○渡邉商工振興課長補佐 ほかのイベント同様、や

っぱりイベント開催費用にどれだけかかるか、そ

れに対して自主財源がどれだけ確保できるかで、

足りない分を補助金でというところは変わらない

ので、実行委員会さんのほうに詳細な積算根拠、

やっぱり例えば警備員を何か所に何人配置するっ

て、どれだけの時間でどれだけお金かかるかとい

うのは、これはほかのイベントも同じだと思いま

すので、そういうのをちょっとまだ確認ができて

いない状態でありますので、そこを把握する必要

があるかなと思います。 

○田村委員長 そのほか。 

  森本委員。 

○森本委員 先ほど小出議員からあった、その収支

決算書によって、うちらはこれから、今から審査

が終わった後に採択すべきものというのを決定す

るんですけれども、それまでにちょっと出しても

らうことって可能ですか。 

○田村委員長 課長。 

○江面商工振興課長 前回、令和６年度開催したと

きに実績をいただいておりますので、それについ

ての決算書は持っておりますので、ちょっと時間

いただければコピーとか、そういうのはすぐ出せ

るかと思います。 

○森本委員 分かりました。 

○田村委員長 あとはいかがでしょうか。 

  松田委員。 

○松田委員 僕らのデータも、平成30年度の決算ま

でしか載っていないんですよ。前のやつ消されち

ゃったので、もらいたいんですけれども。 

  これ、ずっと393万でしたっけ。昔はもっと多

かったような気がするんだけれども。600万ぐら

いはあったような気がする。ちょっとその前のデ

ータも、議会事務局に多分データとしては残って

いるんだと思うんだけれども、僕らは計算書、こ

れデータに載っているのは平成30年度までしか、

あとは運営で全部切られちゃったんで、前はもっ

と古い資料も見られたんですけれども。平成30年

までしか見られないんだ、多分。 

○田村委員長 課長。 

○江面商工振興課長 今回、この場に臨むに当たっ

て、ちょっと調べたところ、手持ちのですが、私

ども平成19年度までは調べられました。平成19年

度、21年は400万円でした。それ以降が全部393万

円でずっと来ておりました。 

○田村委員長 いいですか。 

  松田委員。 

○松田委員 先ほど皆さん、事業計画がどうこうと

いう話がありましたけれども、青年部も多分、事

業計画を出してやるんだろうと思うんです。 

  自己資金と常々申し上げています。各いろんな

イベントでやっていますよね。最近新しいのは開

拓祭りだとか。でも、あの開拓祭りも実行委員に

なっていましたけれども、開催事業費は集められ

て、800万出しているわけじゃないですか。最後、

何があったかというと、委員会で会長さんに各５

万出せと突然言われる。でも、それはその事業費

をあげないと、今事務ができないというか、役所

にいろいろ言われるからそういう話を多分したん

だと思うんです。今の話を聞くと。そこが800万

でしょう。 

  内輪と言ったらあれだけれども、身内みたいな

ものなので、自己で2,500万、自分たちで集めて

いるんですよ。片や開拓祭りに対しては、協賛は

集まらなくて800万でしょう。それで合っている

んですか、これ。そのバランスで合っているんで

すか。どういう判断をしたのか。 

  協賛、例えば2,000万以上集めておいて、片や
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100万も集まっていないようなところで800万補助

出して。その整合性どういうふうに、僕はよく分

からないですね。 

○田村委員長 課長補佐。 

○渡邉商工振興課長補佐 開拓まつりのほうは皆さ

ん御存じのとおり、令和６年が初めてのお祭りと

いうことで、いろいろ実行委員会の皆さんも頑張

って協賛金集めたり、お声かけはしたんですけれ

ども、やっぱりちょっと、まだ始まって２回目の

お祭りなので、なかなか集まらなかったというと

ころは実際あるかと思います。 

  ただ、実行委員会の思いとしては、協賛金のほ

うをもっと集めようという意思は強いと私は認識

しますので、そこはちょっと始まったばかりのお

祭りというのはありますね。 

○粟野産業観光部長 一応関連で申し上げますと、

そのお祭りの成り立ちというんでしょうか、そう

いうのも関係していると思うんです。 

  那須野巻狩まつりなんかも、当時、まちの祭り

がないということで、ちょうど地方創生のお金を

地域で使ってくださいよというようなことを契機

に、じゃこの黒磯はどういうのがあるのかという

のを行政のほうで掘り下げて始めてきたという経

緯があって、それぞれのお祭りに出だしがあるの

かなというのがあって、その違いで行政の関わり

方がそれぞれあったというのは、私はあると思っ

ています。 

  ですので、一律に例えばですけれども、１万人

集まるから幾らだとかというのは、ちょっとなか

なか、きちんと整理というのは難しいところはあ

るんではないかと思っておりまして、その成り立

ちによって。 

  ただ、おっしゃるように協賛金をこっちは一生

懸命やっている、こっちは、それはもう事実であ

りますんで、その差があるというのは、その辺は

将来的には是正するというか、きっちり基準を決

めてやっていくのが理想だとは思うんですけれど

も、そこまでいけるかどうかはいずれにしてもそ

ういう観点は必要かという感じはしています。私

的な意見でございます。 

○田村委員長 松田委員。 

○松田委員 言いたいんだけれども、片や、当初予

算じゃないですから。開拓まつり。９月補正で突

然、出て来たんですから。それはもう整合性ない

と思うんだよね、俺は。皆さん遠慮しているんだ

と思うんですけれども、僕なないと思う。もう40

年以上やっている花火大会がぶっつり切られて、

何で、いつからそういうふうになったのか。歴史

があるのは断然、だって巻狩まつりより歴史ある

んですから。 

  その辺の整合性をよく考えた上で、予算づけと

いうのはしてもらいたいなと思います。やっぱり

若い人たちがやっているものなので、年寄りだけ

でやっているものではないので、若い人たちが集

まって一生懸命これから那須塩原市を盛り上げて

いこうというやつなので、何とか執行部も考えた

上で御決定していただければと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

○田村委員長 そのほか。 

  三本木委員。 

○三本木委員 歴史が出てきたから、うちのほうも

言うんだけれども、やっぱり様々なところが補助

金もらっているんだけれども、見たときに、何で

あっちがと、やっぱり様々出るよね。これはやっ

ぱりいいことじゃないね。 

  多分、いろいろ成り立ちとか、これだけかかる、

これだけだったらこれでとか、いろいろあったけ

れども、それを徐々にやっぱり見える化というか、

見るからに一本の基準に沿ってやるというのが、

みんなの不満を解消するあれだと思います。どう
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かよろしくお願いします。 

○田村委員長 室井委員。 

○室井委員 今、部長のほうから成り立ちみたいな

あれがあったんで、ちょっとあれなんですけれど

も、元はこの花火大会、私も実行委員に関わった

もんですからあれですが、以前、黒磯市と夏祭り

やっていたやつがなくなったので、諸先輩方が立

ち上げて、何とか自分たちのふるさとに花火大会

をもう一回取り直そう、やろうと言って始まった

のが最初と聞いています。 

  最初は黒磯市、那須町でやっていたのが、もう

やめだとなって、それで立ち上がった諸先輩方が

いてという形を継続して、今回は40年で、やっと

20周年、20回の記念大会を迎えるということにな

ったというのを聞きまして、私たちも、やっぱり

一番本当にお金集めが大変なんですよ。 

  だから、何とかやってやりたいなという気持ち

はあるんですが、そこで先ほどのお祭りとかの整

合性とか吟味していただきながら、少しでもとい

う形で思っておりますので、よろしくお願いいた

します。 

〇田村委員長 進行を副委員長に交代します。 

○堤副委員長 委員長。 

○田村委員長 先ほど、自主財源の話がありました

けれども、先ほど参考人とのお話の中で、いわゆ

る自主財源を集めるためにクラウドファンディン

グを検討はしたけれども、なかなかやっぱり自前

でやるのはコストもあるとかで難しいというお話

がありましたので、これはちょっと検討していた

だきたいんだけれども、そうであるならば、市と

して協力できるということであれば、いわゆるふ

るさと納税です。これの仕組みを利用して、有料

席を増やすなり何なりして、返礼品を花火大会の

有料席。 

  実際、全国的にはそういうことをしている市町

が結構ありますので、それをうちのふるさと納税

の仕組みの経験が出ていますので、やっていただ

ければ、なかなかすぐにはできないこともないか、

ちょっとよく分からないんだけれども、その辺を

検討していただけないでしょうか。 

○堤副委員長 部長。 

○粟野産業観光部長 今、委員長がおっしゃるとお

り、手法として、一般の方にクラウドファンディ

ングということで集めるという手法もありますし、

あと今言ったふるさと納税というのもございます。

それに加えて、ガバメントクラウドファンディン

グというのも今広がってきていまして。 

  そういう手法を御相談いただければ、今回のイ

ベントは那須塩原市と那須町両方にまたがるイベ

ントということで動いているというのは聞いてお

りますので、那須町さんも一緒に絡んで、足並み

そろえていかなくちゃならない部分はあると思う

んです。やるとすれば。那須塩原だけで動くわけ

にもいかないので、それは両方とも、それは実行

委員の方に調整いただきながら、行政として今言

ったふるさと納税、それからガバメントクラウド

とか、そういうものをできるかどうかも含めて検

討するというのは非常にいいことだと思います。

ウィンウィン関係になると思うんで。 

  だからこそ、どういうことをしたいか、どうい

うところにお金がかかるのかという詳細を御提案

いただいて、それでクラウドファンディングして

いくかというところを協議していきたいと、こう

思っております。ありがとうございます。 

○田村委員長 ぜひよろしくお願いします。 

○堤副委員長 では、進行戻ります。 

○田村委員長 それでは、これをもって担当課に対

する質疑を終了したいと思いますが、異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 
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○田村委員長 担当課に対する質疑を終了いたしま

す。 

  ここで、担当課の皆様の退席のため暫時休憩と

いたします。 

  本日はお忙しい中、御出席いただきましてあり

がとうございました。 

 

休憩 午前１１時００分 

 

再開 午前１１時０６分 

 

○田村委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開します。 

  ここで議員間討議に入ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

  森本委員。 

○森本委員 今回のこの若い人たち頑張っていると

いう事業に対しての協賛金の出し方という部分な

んで、一度、議員間討議的な形で皆さんの意見を

それぞれ出してもらって、それから採択の採決に

入ったらいいのかなと思います。 

○田村委員長 分かりました。 

  そのような意見がございましたので、そのよう

に進めたいと思います。 

  各委員の意見をお聞かせいただければと思いま

す。どなたからでも。 

  森本委員。 

○森本委員 今回の陳情なんですけれども、いろい

ろ課題はあるかと思います。例えば、先ほど執行

部の言っていたような、実際にどこに幾らかかる

んだという部分があった中での補助金の請求とい

うのは、これからやっていただかなければ、執行

部のほうでも、それがやっぱり必要だということ

を言っていたんで、実行委員会にはそこをしっか

りと数字を出して補助金を請求してもらうという

ことが必要かとは思います。 

  ただ、このお祭りというのは、やはり今の若い

世代の人たちが、このまちを盛り上げていこうと

いう機運を高めているこの事業に対して、やはり

市としては応援していくのは当然だろうなという

のが私の考え方です。 

  改善する点、やらなきゃいけないこと、たくさ

んあるかと思います。ただ、それを鑑みても、今

回の陳情に関しては、私は採択する方向で考えて

いったらいいのかなというふうには思っています

んで、まずは議会としても、そして市としても、

若い人たちの努力というか、そこに対しては賛意

を示していくという意味でも、何か意見書出すと

かそういうことではないんで、ただ採択不採択し

か議会はできないけれども、その意思を議会とし

て示していくことは必要なんじゃないのかなとい

うふうに私は考えます。 

○田村委員長 ありがとうございます。 

  三本木さん、どうですか。 

○三本木委員 ちょっと今、この収支見込書を読ん

で、これを参考に考えようかなと思ったんだけれ

ども、前回の繰越金というのが出ているけれども、

これはどういうことなの。592万のと、これどう

いう意味なの。 

〇森本委員 前回余った分だね。 

○田村委員長 これを全部使い切ったわけですよ。 

○三本木委員 そうなんだけれども、このときに何

でこれ発生しているの。 

○森本委員 コロナだったんじゃない。 

○三本木委員 コロナでも金をもらっていたという

の。 

○田村委員長 もらっていたけれども、それはやっ

ていたわけで、規模を縮小して。学校とかで。 

○三本木委員 余っているんだ。592万だよ、繰越
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金。 

○田村委員長 その繰越金をどんどん食い潰しちゃ

ったわけですよ。 

〇森本委員 前回で食い潰しちゃったと。 

○三本木委員 これ全部消費しちゃったというんだ

な。 

  その前に、なんでこの前回の繰越金が592万あ

ったんだか、ふしぎなんだよね。 

○田村委員長 もともと、だからかなりもっと、何

千万とおっしゃっていましたよ。 

○室井委員 次の大会で、最初の挨拶とかするのに、

印刷物とかのあれがあるんですよ。なので繰越金

を用意しておかないと、前回はありがとうござい

ましたら、また今年花火だけやりますんでよろし

くお願いしますと挨拶文作るのにもお金がかかる

んで、毎回繰越しのやつは少し。 

○森本委員 あと支出の予算のところが、決算額を

そのまま書いているけれども、これ予算額を書か

ないと比較にならない。同じに書いちゃったでし

ょう。予算の書き方を間違えている。これ予算額

が予算を書かないと。予算額に対して決算が幾ら

だというふうに、これ予算額と決算額が同じ金額

というのはおかしい。予算書ないから分からない

けれども。 

  収入がいいんだけれども、支出が予算書にない

んで。支出の予算書がないから分からないんだけ

れども、同じわけない。 

○三本木委員 あと、この那須塩原市の補助金と那

須町の補助金はこれ整合性あるの。150万と30万。 

○室井委員 これ毎回お願いするんですけれども、

那須町はもうここから上がらないんですよ。 

○森本委員 あと、やっぱり那須塩原市で開催して

いて、規模の差もあるし。 

○田村委員長 場所も那須塩原側だから 

○森本委員 ちょっと決算の書き方間違っている。 

○田村委員長 そうだとすれば、これをそのまま出

してくる執行部の怠慢だと。 

○森本委員 これ違いますよと言わないと。 

  確認ちゃんとしていて、何も指摘しないのはお

かしいでしょう。ここは当初予算が入らないとお

かしい。ここの予算額のところは。 

○三本木委員 あまり知らなかっただけれども、参

考人、それから執行部のを聞いてある程度内容が

把握できた。それから松田議員からの、青年部が

一生懸命やっていると。これからまちを背負って

いくような人がやるということで非常に、趣旨も

きちっと、このふるさとにそういう思い出を残し

たいことは、はっきりしているんで、できる限り

は応援したいと思いますが、この金額がどの程度

かというのがなかなか思案するところだな。これ

ばかりじゃないから、ここを認めればほかにもや

っぱりそのような配慮をしなくちゃならないとい

うことで、今日の感触としては応援したいという

感触です。 

○田村委員長 小出委員はいかがでしょうか。 

○小出委員 幾つかあるんですけれども、何かここ

採択というものを、先にこういう形で採択という

ような考え方あったんですけれども、何かあの説

明だと雑駁過ぎちゃって、あの考え方で採択する

とかしないとかの判断って、ちょっと厳しいのか

なと。 

  だから、あれであれば、その採択基準というか、

そういうのはもう少し詰めたほうがいいんじゃな

いかなと思って。 

  基準に照らして、じゃこれ採決しようとかしな

いというふうにしないと、何かその都度その都度

の、例えば感情的な話だとか、何か勢いだとか、

そういうところで決めちゃうというのも危険なの

かなというのがあるんで、そうするとやっぱり議

会として整理、何でこれ採択したんですかという
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話のところの、説明の理屈というのがあれになっ

ちゃうところがあるので、そこはもう少しこうい

うことの採択基準みたいなものを決めたほうがい

いのかなというところがあります。 

  あとこの案件で、この前もあったんですけれど

も、趣旨採択みたいのがあると、趣旨採択だった

ら問題なくあれなんですけれども、今回一括採択、

600万という金額まで採択するかどうかという話

は、もう少し精査が必要かなと思った部分もある

んで、だから今の議会だと一括採択だから、採択

することということは趣旨もそうだし、金額も採

択という話ですよね。だから、そこのやり方がも

う少し考えたほうがいいんじゃないかなと私は思

うんですけれども。 

  趣旨的には全然賛成なんで、趣旨採択というな

ら万全ですけれども、じゃ金額までそのままでい

いのかなという話になると、またちょっとどうな

のかなというところが個人的な意見です。 

○田村委員長 戸張委員はいかがでしょうか。 

○戸張委員 私も今、小出委員と同じで、やっぱり

今回ふるさと花火大会の趣旨もお伺いして、やっ

ぱり残していくものは残していくというのは大事

だと思います。物価上昇というところは、もちろ

ん花火だけでなくて、多くの市民生活の中で、い

ろんなところで、今この物価高騰の状況にあるわ

けですけれども、その点で限られた予算をどれだ

け、この市民の楽しみですとか歴史を残すところ

にお金を割いていくのかというところが、私も趣

旨には本当に賛同なんですけれども、この金額の

ところでいうと、やっぱり採択の考え方も今後検

討していかなければいけないのかなと思いました。 

  以上です。 

○田村委員長 室井委員。 

○室井委員 どうしても、先ほどの感情が私には入

っちゃうほうなんで、あれなんですが、もう本当

に今で言うこのふるさと花火大会、２年に一度や

るようになって、私たちの娘たちもそうですけれ

ども、花火大会があるからこの時期はうちに帰っ

てこようというお祭りの一つになっているんです。

ほかのお祭りで、そこまでのあれがあるかなとい

うとちょっとクエスチョンがあるんですけれども、

そこまでの大きなお祭りという形で見た中で、ど

うしても趣旨は理解をしているところなんですが、

金額としてはまたもうちょっと精査しないとなら

ないのかなというのは、市のほうも財政が豊かな

わけじゃないので、そこら辺も見てもうちょっと

やっぱり必要なのかな、調査というか、それも必

要、金額の面に関しては小出さんと同じように考

えています。 

○田村委員長 松田委員。 

○松田委員 大変感情的になりまして、申し訳ござ

いません。 

  ともあれ、歴史と伝統がある花火大会なんで、

本当に若い人たち、先ほどももう、花火大会ある

から帰ってくるという人は本当多いんで、毎年開

催してくれというお声ももらいます。さすがに毎

年2,500万も支払いやるのはちょっと地獄なんで、

２年に１回でも地獄なんですし。 

  皆さんの意見も聞きまして、予算に関してはや

っぱりもうちょっと慎重にという話もありますし、

でも、皆さんの話聞くとやっぱり採択させてもい

いんじゃないかななんていう感じも、理解をして

いただきました。 

  何はともあれ、今後若い人たちが20回、21回、

ずっとやっていけるような那須塩原市の運営方針、

先ほどちょっと予算的にどうなのかなという話を

しましたけれども、もうちょっときれいに意見し

まして、今後考えていきたいなと思いますので。

そのような形でございます。 

○田村委員長 副委員長。 
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○堤副委員長 歴史的に那須町と黒磯市で始まって、

歴史があるということは理解をしました。 

  ただ、那須塩原市、結構面積が広いので、こう

いう花火大会にどうしたら参加できるかなとか、

塩原温泉なんか距離的にも遠いわけですし、ちょ

っとこの商工会の絡みで、旧塩原町のほうがどう

いうふうに参加していくのかなと、ちょっとそこ

は私もよく分からないところなんですけれども、

那須塩原市全体でこの花火大会が盛り上がってい

けばいいのかなというふうに思います。 

  那須塩原市は面積広いだけじゃなくて、結構、

新住民も多い。移住者も。そういう意味では、Ｐ

Ｒもしっかり大事なのかなというふうに思います。 

  あと、さっき小出委員が言われたように、この

請願とか陳情は、全ての内容に対して採択するか

不採択にするかという内容なもので、金額が具体

的に入っているもので、そこまで踏み込んで採択

するか不採択にするかというのが、ちょっと多少

疑問が残るところですけれども、陳情の趣旨には

大いに賛成をしたいと思います。 

○森本委員 追加でいいですか。 

  今、金額の部分とかが出ていたんで、そこちょ

っと私も思ったんですけれども、確かに金額を採

択するというのは重いところがあるというのはよ

く分かるんですけれども、この決算書見たところ

で考えれば、例えば人件費、安全対策費で540万

かかっているんですよね。それと花火の打ち上げ

だったりとか、いろんなところで設営とか、そう

いうところでかかっている、会場設営とかでかか

っている金額を考えたら、人件費で100万円、こ

の金額で補助金を求めるというのは、特別大きい

わけではないのかなというのが１つ。 

  それと、この記念イベントに100万円というの

は、これがどうかなというのだけ、ちょっとそれ

が、21年目のイベントなので何かそこには工夫が

必要かなと思いますけれども、693万円というこ

の要求額というの、決して無謀な金額ではないの

かなと思って、実際ほかのお祭りとかで800万と

か出しているということもあって、しかも２年に

１度のイベントということがあるんですよね。毎

年行われているイベントに、ふれあい祭りにして

も開拓まつりにしても、それなりの金額を出して

いるということであれば、イベントの市への貢献

を考えれば、693万円というのを議会として採択

するのは、そんなむちゃな数字じゃなくて、私は

この693万というものはしてもいいのかなという

ふうに考えています。 

○田村委員長 そのほか、よろしいですか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 それでは、ほかに討議すべき内容は

ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 ないようですので、議員間討議を終

了したいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、議員間討議

を終了いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  それでは、本件を採択すべきものとするかお諮

りいたします。 

  陳情第４号 那須野ふるさと花火大会運営費補

助金の増額に係る陳情について、採択すべきもの

とすることに賛成する委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 
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○田村委員長 挙手多数と認めます。 

  よって、陳情第４号は採択とすべきものとする

ことに決しました。 

  以上で陳情第４号の審査を終了いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○田村委員長 本日の審査事項は全て終了となりま

した。 

  委員の皆様から何かございますか。 

○小出委員 趣旨採択というところについては、議

員間でもう一度再考していただければと思います。 

○三本木委員 私も今、手を挙げたかったのはそれ

と一緒で、きちんとした基準というか、その問題

でここで軽々に上げるということは、ほかの案件

に差し障りますので、ちょっと控えさせていただ

きました。 

○田村委員長 分かりました。 

  あとはありますか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 事務局から何かございますか。 

○高橋書記 （事務連絡。） 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○田村委員長 以上で、本定例会における委員会の

審査事項は全て終了しました。 

  本委員会の審査報告書は本職が作成し、議長に

提出いたしますので、御一任くださるようお願い

いたします。 

  これをもちまして、建設経済常任委員会を閉会

いたします。 

  午後は引き続き所管事務調査がありますので、

よろしくお願いいたします。 

  以上、ありがとうございました。 

 

閉会 午前１１時２４分 


